
令和７(2025)年度第２回栃木県地域公共交通活性化協議会 

生活交通対策部会 

（書面協議） 

 

 

【協議事項】 

・栃木県生活バス路線の指定について 

 

 

≪会議資料≫ 

【協議事項関係】 

・資料１   令和８(2026)年度生活バス路線の指定について 

・資料２－１ 路線指定申請書（関東自動車株式会社） 

・資料２－２ 路線指定申請書（ジェイアールバス関東株式会社） 

・資料２－３ 路線指定申請書（日光交通株式会社） 

 

・参考１   栃木県バス運行対策費補助金交付要領 

・参考２   栃木県生活バス路線維持費補助金交付要領 



令和８(2026)年度生活バス路線の指定について 

１ 概要 

県内乗合バス事業者が、路線バスの運行に係る県の補助金（栃木県バス運行対策費補助金、栃木県生活バス路線維持費補助金）を受けるためには、各補

助金の交付要領に基づく「生活バス路線の指定」が必要であることから、本部会においてその内容について協議するもの。 

 

２ 生活交通バス路線(令和８(2026)年度運行分)の申請の概要 ※詳細は別途申請書を参照願います 

事業者名 
運行 

系統数 

関東自動車株式会社 55 

ジェイアールバス関東株式会社 3 

日光交通株式会社 3 

合計 61 

  （補足）県及び関係市町では、生活交通対策部会設置要綱第 5 条第 1 項第 2 号の規定に基づき、上記すべての運行系統の内容を確認した上で、本件申

請のあった運行系統については、「地域住民の生活に必要な系統であること」、「関係市町と当該系統を運行する乗合バス事業者との適切な協力

関係に基づき運行されること」に異論がないことを確認済みです。 

 

３ 参考（生活バス路線として指定を受けるための要件（栃木県バス運行対策費補助金交付要領第 2条、栃木県生活バス路線維持費補助金交付要領第 2条）） 

 ア 次のいずれにも該当しないもの 

(ｱ) 単一の市町村内を運行する系統であって、鉄道駅と広域拠点施設（総合病院、高等学校、大学及び大規模商業施設等をいう。）を連絡する系統でな

いもの（国庫補助金交付要綱第７条により策定する生活交通ネットワーク計画（当該計画に代えて策定される地域間幹線系統確保維持改善計画を含

む。）に含まれるものを除く。） 

(ｲ) 高速バス、急行バス、季節運行又は定期観光等の系統 

(ｳ) 市町村等からの委託を受けて運行する系統 

イ 他の公共交通との接続等公共交通ネットワークに配慮した系統 

ウ 地域住民の需要に応じた運行を行う系統 

エ 路線の新規運行又は変更に当たり、協議会に事前照会しているもの 

資料１ 



第１号様式（第３条関係）

　令和８年度生活バス路線の指定を関係書類を添えて別紙のとおり申請します。

令和８年度生活バス路線指定申請書

（関係書類）

１　別紙（指定を受けようとする路線の概要及び運行計画）

２　乗降調査結果表

６ 関 営 第 ９ ０ 号
令和７年７月１６日

栃木県知事　福田 富一　様

関 東 自 動 車 株 式 会 社
代 表 取 締 役 吉 田 元
責任者 路線バス部長 福島 崇文

栃木県宇都宮市簗瀬４丁目２５番５

担当者 路線バス部 冨澤 恭徳
連絡先 ０ ２ ８－６３ ４－８ １ ３ ３



別紙

起点 主な経由地 終点

第1号 宇都宮駅・日光東照宮 宇都宮駅西口 徳次郎 日光東照宮
宇都宮市
日光市

39.10 288 883.0 (2.4) 69,050.6

JR宇都宮駅・東武宇都宮駅
JR今市駅・JR日光駅
東武日光駅・日光市営バス
宇都宮市地域内交通

あり 112人/日

第2号
宇都宮駅・篠井ニュータウ
ン・日光東照宮

宇都宮駅西口 篠井タウン 日光東照宮
宇都宮市
日光市

41.10 361 873.5 (2.4) 71,801.7

JR宇都宮駅・東武宇都宮駅
JR今市駅・JR日光駅
東武日光駅・日光市営バス
宇都宮市地域内交通

あり 124人/日

第3号
宇都宮駅・篠井ニュータウ
ン・ＪＲ日光駅

宇都宮駅西口 篠井タウン ＪＲ日光駅
宇都宮市
日光市

38.80 123 123.0 (0.3) 9,554.8

JR宇都宮駅・東武宇都宮駅
JR今市駅・JR日光駅
東武日光駅・日光市営バス
宇都宮市地域内交通

あり 11人/日

第4号 宇都宮駅・ＪＲ日光駅 宇都宮駅西口 徳次郎 ＪＲ日光駅
宇都宮市
日光市

36.80 123 148.0 (0.4) 10,887.8

JR宇都宮駅・東武宇都宮駅
JR今市駅・JR日光駅
東武日光駅・日光市営バス
宇都宮市地域内交通

あり 15人/日

第5号 宇都宮駅・今市車庫 宇都宮駅西口 徳次郎 今市車庫
宇都宮市
日光市

31.40 365 1002.5 (2.7) 62,957.0

JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
JR今市駅・日光市営バス
宇都宮市地域内交通

あり 143人/日

第6号
宇都宮駅・篠井ニュータウ
ン・今市車庫

宇都宮駅西口 篠井タウン 今市車庫
宇都宮市
日光市

33.40 365 1518.0 (4.2) 101,402.4

JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
JR今市駅・日光市営バス
宇都宮市地域内交通

あり 174人/日

第7号 宇都宮駅・船生 宇都宮駅西口 徳次郎 船生
宇都宮市

日光市・塩谷町
30.90 365 2351.0 (6.4) 145,291.8

JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
宇都宮市地域内交通

あり 307人/日

第8号
宇都宮駅・荒針・鹿沼営業
所

宇都宮駅西口 荒針 鹿沼営業所
宇都宮市
鹿沼市

20.10 361 2344.5 (6.4) 94,248.9

JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
JR鹿沼駅
鹿沼市営バス

あり 271人/日

第9号
宇都宮駅・運転免許セン
ター・楡木車庫

宇都宮駅西口 運転免許C 楡木車庫
宇都宮市
鹿沼市

21.30 365 1748.0 (4.8) 74,464.8

JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
楡木駅
鹿沼市営バス

あり 171人/日

第10号
石橋駅・おもちゃのまち
駅・獨協医大病院線

石橋駅
おもちゃのま
ち駅

獨協医大病院
前

下野市
壬生町

7.70 361 2642.0 (7.2) 40,686.8
JR石橋駅
東武おもちゃのまち駅 あり 71人/日

第11号 駒生営業所・田原・今里 駒生営業所 田原 今里 宇都宮市 22.80 365 2166.5 (5.9) 98,792.4

JR宇都宮駅 東武宇都宮駅 作新学院

JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
宇都宮市地域内交通

あり 266人/日

第12号 駒生営業所・塩谷町役場 駒生営業所 今里 塩谷町役場
宇都宮市
塩谷町

36.00 365 1928.5 (5.3) 138,852.0
JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
宇都宮市地域内交通

あり 284人/日

第13号
駒生営業所・田原・グリー
ンタウン

駒生営業所 田原小学校
宇都宮グリー
ンタウン

宇都宮市 20.90 365 1001.0 (2.7) 41,841.8
JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
作新学院

JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
宇都宮市地域内交通

あり 106人/日

第14号
駒生営業所・健康の森・田
原・グリンタウン

駒生営業所 健康の森
宇都宮グリー
ンタウン

宇都宮市 21.70 238 238.0 (0.7) 10,329.2
JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
作新学院

JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
宇都宮市地域内交通

あり 31人/日

第15号
駒生営業所・屋板・上三川
車庫

駒生営業所 屋板運動場 上三川車庫前
宇都宮市
上三川町

22.60 365 1957.5 (5.4) 88,479.0
JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
宇都宮市地域内交通

あり 259人/日

第16号 石橋駅・真岡営業所 石橋駅 上三川車庫 真岡営業所
下野市・上三川町

真岡市
18.50 365 3206.0 (8.8) 118,660.9

JR石橋駅
真岡駅
真岡市コミュニティバス

あり 168人/日

第17号
宇都宮東武・ベルモール・
真岡営業所

宇都宮東武 ベルモール 真岡営業所
宇都宮市
真岡市

27.20 365 3732.0 (10.2) 203,020.8

JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
宇都宮市地域内交通
真岡市コミュニティバス・真岡駅

あり 435人/日

第18号
宇都宮東武・橋場・真岡営
業所

宇都宮東武 橋場 真岡営業所
宇都宮市

芳賀町・真岡市
31.30 361 1273.0 (3.5) 79,689.8

JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
宇都宮市地域内交通
真岡市コミュニティバス・真岡駅

あり 133人/日

第19号
宇都宮東武・ベルモール・
益子駅前

宇都宮東武 ベルモール 益子駅前
宇都宮市・芳賀町
市貝町・益子町

32.60 365 3096.0 (8.5) 201,859.2

JR宇都宮駅
宇都宮市地域内交通
七井駅
益子駅

あり 365人/日

第20号
氏家駅・馬頭高校・馬頭車
庫

氏家駅前 喜連川 馬頭車庫
さくら市

那須烏山市・那珂川町
31.50 365 1936.0 (5.3) 121,968.0

JR氏家駅
さくら市デマンド交通
那珂川町コミュニティバス

あり 47人/日

第21号 西那須野駅・馬頭車庫
西那須野駅東
口

倉骨 馬頭車庫
那須塩原市

大田原市・那珂川町
31.60 365 2143.0 (5.9) 135,437.6

JR西那須野駅
大田原市営バス
那珂川町コミュニティバス
那須塩原市地域バス

あり 202人/日

第22号 西那須野駅・五峰の湯
西那須野駅東
口

福祉大 五峰の湯
那須塩原市
大田原市

23.20 365 1723.0 (4.7) 79,947.2
JR西那須野駅
大田原市営バス
那須塩原市地域バス

あり 144人/日

第23号 大田原市役所・五峰の湯 大田原市役所 福祉大 五峰の湯 大田原市 22.50 361 1928.0 (5.3) 86,760.0
黒羽高校
国際医療福祉大学

大田原市営バス あり 108人/日

第24号 那須塩原駅・那須湯本温泉
那須塩原駅西
口

黒磯駅 那須湯本温泉
那須塩原市

那須町
24.40 365 5126.0 (14.0) 250,148.8

JR那須塩原駅
JR黒磯駅
那須町民バス
那須塩原市地域バス

あり 296人/日

第25号
宇都宮駅東口・上野団地・
岡本駅西口

宇都宮駅東口 上野団地 岡本駅西口 宇都宮市 8.90 365 7798.0 (21.4) 138,804.4
JR宇都宮駅
JR岡本駅

JR宇都宮駅
JR岡本駅
宇都宮市地域内交通

あり 411人/日

第26号 宇都宮駅・石那田 宇都宮駅西口 徳次郎 石那田 宇都宮市 17.10 365 1934.0 (5.3) 66,142.8
JR宇都宮駅
東武宇都宮駅

JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
宇都宮市地域内交通

あり 179人/日

第27号 宇都宮駅・楡木車庫 宇都宮駅西口 上石川 楡木車庫
宇都宮市
鹿沼市

16.70 365 929.5 (2.5) 31,045.3

JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
東武楡木駅
鹿沼市営バス

あり 76人/日

第28号 宇都宮駅・石橋駅 宇都宮駅西口 一里 石橋駅
宇都宮市

下野市・上三川町
16.00 365 3038.5 (8.3) 97,232.0

JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
雀宮駅
石橋駅

あり 332人/日

第29号 宇都宮駅・文教・石橋駅 宇都宮駅西口 文教 石橋駅
宇都宮市

下野市・上三川町
16.70 361 1428.5 (3.9) 47,711.9

JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
雀宮駅
石橋駅

あり 148人/日

第30号
駒生営業所・宝井・グリー
ンタウン

駒生営業所 上宝井
宇都宮グリー
ンタウン

宇都宮市 23.00 365 1010.0 (2.8) 46,460.0
JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
作新学院

JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
宇都宮市地域内交通

あり 159人/日

第31号
駒生営業所・インターパー
ク・上三川車庫

駒生営業所 インター南 上三川車庫前
宇都宮市
上三川町

26.90 361 443.5 (1.2) 23,860.3
JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
宇都宮市地域内交通

あり 44人/日

第32号 駒生営業所・本郷台西汗 駒生営業所 東高校 本郷台西汗
宇都宮市
上三川町

21.60 361 1637.5 (4.5) 70,798.4
JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
宇都宮市地域内交通

あり 260人/日

第33号 宝木団地・白沢河原 宝木団地 前原 白沢河原 宇都宮市 17.40 365 2439.5 (6.7) 84,894.6
JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
作新学院

JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
宇都宮市地域内交通

あり 343人/日

第34号
宝木団地・奈坪台・白沢河
原

宝木団地 奈坪台中央 白沢河原 宇都宮市 18.70 365 962.0 (2.6) 35,978.8
JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
作新学院

JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
宇都宮市地域内交通

あり 135人/日

第35号 宇都宮駅・六道・西川田東 宇都宮駅西口 六道
西川田東（江
曽島）

宇都宮市 8.70 365 2416.0 (6.6) 42,038.4
JR宇都宮駅
東武宇都宮駅

JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
宇都宮市地域内交通

あり 196人/日

第36号
宇都宮駅・今宮・スポーツ
ゾーン・雀宮駅

宇都宮駅西口 旭陵 雀宮駅 宇都宮市 10.30 361 1202.0 (3.3) 24,869.5
JR宇都宮駅
JR雀宮駅

JR宇都宮駅
雀宮駅 あり 46人/日

第37号
宇都宮駅・六道・総合運動
公園西

宇都宮駅西口 六道
総合運動公園
西

宇都宮市 9.00 365 2660.5 (7.3) 48,160.6
JR宇都宮駅
東武宇都宮駅

JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
宇都宮市地域内交通

あり 187人/日

第38号 宇都宮駅・越戸・柳田車庫 宇都宮駅西口 越戸 柳田車庫 宇都宮市 7.00 238 238.0 (0.7) 3,332.0
JR宇都宮駅
東武宇都宮駅

JR宇都宮駅
宇都宮市地域内交通 あり 9人/日

第39号
宇都宮駅・西塙田・宝木団
地

宇都宮駅西口 西塙田町 宝木団地 宇都宮市 7.50 361 2208.0 (6.0) 33,120.0
JR宇都宮駅
栃木県庁

JR宇都宮駅
宇都宮市地域内交通 あり 108人/日

第40号
石橋駅・真岡女子校・真岡
営業所

石橋駅 真岡女子高 真岡営業所
下野市・上三川町

真岡市
20.70 365 1565.0 (4.3) 64,916.2

JR石橋駅
真岡駅
真岡市コミュニティバス

あり 122人/日
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(1往復1回)

第41号
雀宮駅・さつき団地・西川
田駅東口

雀宮駅 さつき団地 西川田駅東口 宇都宮市 8.10 365 3134.0 (8.6) 50,770.8
JR雀宮駅
東武西川田駅

雀宮駅
西川田駅
宇都宮市地域内交通

あり 91人/日

第42号
宇都宮駅・シンボルロー
ド・県庁・宇都宮市内循環
線

宇都宮駅西口 いづも通り 宇都宮駅西口 宇都宮市 2.80 288 1365.0 (3.7) 15,288.0
JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
宇都宮市役所・栃木県庁

JR宇都宮駅
東武宇都宮駅 あり 82人/日

第43号
宇都宮駅・シンボルロー
ド・宇都宮市内循環線

宇都宮駅西口 いづも通り 宇都宮駅西口 宇都宮市 2.70 50 25.0 (0.1) 270.0
JR宇都宮駅
東武宇都宮駅
宇都宮市役所・栃木県庁

JR宇都宮駅
東武宇都宮駅 あり 1人/日

第44号 宇都宮東武・益子駅前 宇都宮東武 東高橋 益子駅前
宇都宮市・芳賀町
市貝町・益子町

31.00 365 1154.0 (3.2) 71,548.0

JR宇都宮駅
宇都宮市地域内交通
七井駅
益子駅

あり 147人/日

第45号 宇都宮東武・星の杜 宇都宮東武 宇都宮大学
星の杜中学
校・高等学校

宇都宮市 11.10 288 933.0 (2.6) 20,712.6
JR宇都宮駅
東武宇都宮駅

JR宇都宮駅
東武宇都宮駅 あり 68人/日

第46号
西原車庫・宇大前・ベル
モール

西原車庫 宇都宮大学 ベルモール 宇都宮市 8.50 365 1644.0 (4.5) 27,948.0
JR宇都宮駅
東武宇都宮駅

JR宇都宮駅
東武宇都宮駅 あり 1人/日

第47号 西那須野駅・大田原中学校
西那須野駅東
口

トコトコ大田
原

大田原中学校
前

那須塩原市
大田原市

6.80 288 933.0 (2.6) 12,688.8
JR西那須野駅
大田原市営バス あり 24人/日

第48号 西那須野駅・黒羽郵便局
西那須野駅東
口

福祉大 黒羽郵便局前
那須塩原市
大田原市

15.50 365 1528.5 (4.2) 47,383.5
JR西那須野駅
大田原市営バス あり 68人/日

第49号
西那須野駅・赤十字・五峰
の湯

西那須野駅東
口

那須赤十字 五峰の湯
那須塩原市
大田原市

28.00 238 238.0 (0.7) 13,328.0
JR西那須野駅
大田原市営バス あり 12人/日

第50号 西那須野駅・福祉大
西那須野駅東
口

トコトコ大田
原

国際医療福祉
大学前

那須塩原市
大田原市

9.60 361 1793.0 (4.9) 34,425.6
JR西那須野駅
大田原市営バス あり 95人/日

第51号 那須塩原駅・板室温泉
那須塩原駅西
口

戸田 板室温泉
那須塩原市

那須町
26.30 365 1368.0 (3.7) 71,956.8

那須塩原駅
黒磯駅

那須塩原駅
黒磯駅
那須塩原市営バス

あり 42人/日

第52号
宇都宮駅東口・ミツトヨ営
業Ｃ・宇都宮駅東口

宇都宮駅東口 平松本町 宇都宮駅東口 宇都宮市 10.60 288 576.0 (1.6) 6,105.6 JR宇都宮駅
JR宇都宮駅
宇都宮市地域内交通 あり 12人/日

第53号
宇都宮東武・越戸・平出工
業団地

宇都宮東武 越戸 平出工業団地 宇都宮市 7.00 365 1984.5 (5.4) 27,783.0
JR宇都宮駅
東武宇都宮駅

東武宇都宮駅
JR宇都宮駅
宇都宮市地域内交通

あり 104人/日

第54号
宇都宮東武・越戸・柳田車
庫

宇都宮東武 越戸 柳田車庫 宇都宮市 8.80 365 2486.0 (6.8) 43,753.6
JR宇都宮駅
東武宇都宮駅

東武宇都宮駅
JR宇都宮駅
宇都宮市地域内交通

あり 135人/日

第55号
宇都宮駅東口・上野団地・
岡本駅西口・和久

宇都宮駅東口 岡本駅西口 和久 宇都宮市 11.70 361 361.0 (1.0) 8,447.4
JR宇都宮駅
JR岡本駅

JR宇都宮駅
岡本駅
宇都宮市地域内交通

あり 33人/日

別紙２のとおり
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別紙２

【主な利用者及び運行目的】

申請番号 運行系統名 主な利用者・運行目的

第1号 宇都宮駅・日光東照宮

第2号 宇都宮駅・篠井ニュータウン・日光東照宮

第3号 宇都宮駅・篠井ニュータウン・ＪＲ日光駅

第4号 宇都宮駅・ＪＲ日光駅

第5号 宇都宮駅・今市車庫

第6号 宇都宮駅・篠井ニュータウン・今市車庫

第7号 宇都宮駅・船生
1.日光街道・船生街道沿線に住まう宇都宮市民・日光市民・塩谷町民の宇都宮市街地または沿線鉄道駅までの通勤・買物のため
2.宇都宮市内中心部の高校までの通学のため
3.宇都宮市内の国立病院機構栃木医療センター・宇都宮第一病院及び宇都宮市内中心部の病院までの通院のため

第8号 宇都宮駅・荒針・鹿沼営業所
1.大谷街道沿線に住まう宇都宮・鹿沼両市民の宇都宮市街地または沿線鉄道駅までの通勤・買物のため
2.宇都宮市内中心部の高校・県立鹿沼東高校までの通学のため

第9号 宇都宮駅・運転免許センター・楡木車庫
1.楡木街道沿線に住まう宇都宮・鹿沼両市民の宇都宮市街地または沿線鉄道駅駅までの通勤・通学・買物のため
2.宇都宮市内中心部の病院への通院のため
3.運転免許センター来訪者のため

第10号 石橋駅・おもちゃのまち駅・獨協医大病院線
1.石橋駅・おもちゃのまち駅から獨協医科大学への通院・来訪者のため
2.羽生田上蒲生線沿線住民の石橋駅・おもちゃのまち駅までの通勤・通学のため

第11号 駒生営業所・田原・今里
1.玉生街道沿線に住まう市民の宇都宮市街地または沿線鉄道駅駅までの通勤・買物のため
2.宇都宮市内中心部の高校・県立宇都宮北高校・宇都宮商業高校・宇都宮市立豊郷中央小学校までの通学のため
3.宇都宮市内中心部の病院への通院のため

第12号 駒生営業所・塩谷町役場
1.玉生街道沿線に住まう宇都宮市民・塩谷町民の宇都宮市街地または沿線鉄道駅駅までの通勤・買物のため
2.宇都宮市内中心部の高校・県立宇都宮北高校・宇都宮商業高校・宇都宮市立豊郷中央小学校・田原小学校までの通学のため
3.宇都宮市内中心部の病院への通院のため

第13号 駒生営業所・田原・グリーンタウン

第14号 駒生営業所・健康の森・田原・グリンタウン

第15号 駒生営業所・屋板・上三川車庫
1.上三川街道沿線に住まう宇都宮市民・上三川町民の宇都宮市街地または沿線鉄道駅駅までの通勤・買物のため
2.宇都宮市内中心部の高校までの通学のため
3.セントラルクリニック及び宇都宮市内中心部の病院への通院のため

第16号 石橋駅・真岡営業所 1.下野市・真岡市に住まう市民の真岡市街地区及び石橋駅への通勤通学のため

第17号 宇都宮東武・ベルモール・真岡営業所
1.宇都宮市内中心部への通勤通学及び買い物のため
2.真岡市内への通勤通学のため
3.ベルモールへの来訪者のため

第18号 宇都宮東武・橋場・真岡営業所
1.宇都宮市内中心部への通勤通学及び買い物のため
2.真岡市内への通勤通学のため

第19号 宇都宮東武・ベルモール・益子駅前
1.宇都宮市内中心部への通勤通学及び買い物のため
2.益子町内への通勤通学及び来訪者のため
3.ベルモールへの来訪者のため

第20号 氏家駅・馬頭高校・馬頭車庫
1.氏家駅へのアクセスのため
2.さくら清修高校・馬頭高校への通学のため

第21号 西那須野駅・馬頭車庫
1.那珂川町内から西那須野駅へのアクセスのため
2.馬頭高校・大田原女子高校への通学のため

第22号 西那須野駅・五峰の湯
1.西那須野駅から大田原市内への通勤・通学のため
2.大田原市内からの西那須野駅へのアクセスのため
3.国際医療福祉大学・黒羽高校への通学のため

第23号 大田原市役所・五峰の湯
1.大田原市内中心部から国際医療福祉大学・黒羽高校への通学のため
2.大田原市内中心部への通勤通学・買い物のため

第24号 那須塩原駅・那須湯本温泉
1.那須街道沿線住民の黒磯駅・那須塩原駅へのアクセスのため
2.観光二次交通のため

第25号 宇都宮駅東口・上野団地・岡本駅西口 1.宇都宮市内中心部への通勤通学及び買い物のため

第26号 宇都宮駅・石那田
1.日光街道沿線に住まう市民の宇都宮市街地または沿線鉄道駅駅までの通勤・買物のため
3.宇都宮市内の国立病院機構栃木医療センター・宇都宮第一病院及び宇都宮市内中心部の病院までの通院のため
2.宇都宮市内中心部の高校・県立富屋特別支援学校までの通学のため

第27号 宇都宮駅・楡木車庫
1.楡木街道沿線に住まう宇都宮・鹿沼両市民の宇都宮市街地または沿線鉄道駅駅までの通勤・買物のため
2.宇都宮市内中心部の高校までの通学のため
3.宇都宮市内中心部の病院への通院のため

第28号 宇都宮駅・石橋駅
1.石橋・雀宮地区からの市街地への通勤・通学のため
2.宇都宮市内中心部及び石橋駅から石橋総合病院への通院のため

第29号 宇都宮駅・文教・石橋駅
1.石橋・雀宮地区からの市街地への通勤・通学のため
2.宇都宮市内中心部及び石橋駅から石橋総合病院への通院のため

第30号 駒生営業所・宝井・グリーンタウン
1.宇都宮グリーンタウン及び玉生街道沿線に住まう市民の宇都宮市街地または沿線鉄道駅駅までの通勤・買物のため
2.宇都宮市内中心部の高校・県立宇都宮北高校・宇都宮市立豊郷中央小学校・田原小学校（特に、宝井地区）までの通学のため
3.宇都宮市内中心部の病院への通院のため

1.日光街道沿線に住まう宇都宮・日光両市民の宇都宮市街地または沿線鉄道駅までの通勤・買物のため
3.宇都宮市内の国立病院機構栃木医療センター・宇都宮第一病院及び宇都宮市内中心部の病院までの通院のため
2.宇都宮市内中心部の高校・日光市立今市第三小学校・県立富屋特別支援学校までの通学のため

1.日光街道沿線に住まう宇都宮・日光両市民の宇都宮市街地または沿線鉄道駅までの通勤・買物のため
3.宇都宮市内の国立病院機構栃木医療センター・宇都宮第一病院及び宇都宮市内中心部の病院までの通院のため
2.宇都宮市内中心部の高校・日光市立今市第三小学校・県立富屋特別支援学校までの通学のため

1.宇都宮グリーンタウン及び玉生街道沿線に住まう市民の宇都宮市街地または沿線鉄道駅駅までの通勤・買物のため
2.宇都宮市内中心部の高校・県立宇都宮北高校・宇都宮市立豊郷中央小学校・田原小学校までの通学のため
3.宇都宮市内中心部の病院への通院のため
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申請番号 運行系統名 主な利用者・運行目的

第31号 駒生営業所・インターパーク・上三川車庫
1.上三川街道沿線に住まう宇都宮市民・上三川町民の宇都宮市街地または沿線鉄道駅駅までの通勤・通学・買物のため
2.セントラルクリニック及び宇都宮市内中心部の病院への通院のため
3.宇都宮市・上三川町からインターパークへの来訪者のため

第32号 駒生営業所・本郷台西汗
1.蓼沼街道沿線及び本郷台団地に住まう宇都宮市民・上三川町民の宇都宮市街地または沿線鉄道駅駅までの通勤・買物のため
2.宇都宮市内中心部の高校・宇都宮東高校までの通学のため
3.宇都宮市内中心部の病院への通院のため

第33号 宝木団地・白沢河原
1.白沢街道沿線に住まう市民の宇都宮市街地または沿線鉄道駅駅までの通勤・買物のため
2.宇都宮市内中心部の病院への通院のため

第34号 宝木団地・奈坪台・白沢河原
1.白沢街道沿線及び奈坪台団地に住まう市民の宇都宮市街地または沿線鉄道駅駅までの通勤・買物のため
2.宇都宮市内中心部の病院への通院のため

第35号 宇都宮駅・六道・西川田東
1.宇都宮市内中心部への通勤通学のため
2.宇都宮市内中心部の病院への通院のため

第36号 宇都宮駅・今宮・スポーツゾーン・雀宮駅
1.今宮地区に住まう市民の宇都宮市街地またはJR宇都宮駅・雀宮駅への通勤・通学・買物のため
2.宇都宮市内中心部の病院への通院のため
3.栃木県総合運動公園への来訪者のため

第37号 宇都宮駅・六道・総合運動公園西
1.宇都宮市内中心部への通勤通学のため
3.宇都宮市内中心部の病院への通院のため
3.栃木県総合運動公園への来訪者のため

第38号 宇都宮駅・越戸・柳田車庫
1.鬼怒通り沿線及び越戸地区に住まう市民の宇都宮市街地またはJR宇都宮駅までの通勤・買物のため
2.宇都宮市内中心部の高校までの通学のため
3.宇都宮市内中心部の病院への通院のため

第39号 宇都宮駅・西塙田・宝木団地
1.若草・戸祭地区に住まう市民の宇都宮市街地またはJR宇都宮駅までの通勤・通学・買物のため
2.国立病院機構栃木医療センター及び宇都宮市内中心部の病院への通院のため
3.とちぎ福祉プラザ等の沿線公共施設への来訪者のため

第40号 石橋駅・真岡女子校・真岡営業所
1.下野市・真岡市に住まう市民の真岡市街地区及び石橋駅への通勤通学のため
2.真岡女子高校への通学のため

第41号 雀宮駅・さつき団地・西川田駅東口
1.さつき団地に住まう市民の雀宮駅及び西川田駅への通勤・買物のため
2.沿線の地域医療機構うつのみや病院または雀宮駅・西川田駅から鉄道に乗り換え、他エリアの病院への通院のため

第42号
宇都宮駅・シンボルロード・県庁・宇都宮市内循環
線

第43号 宇都宮駅・シンボルロード・宇都宮市内循環線

第44号 宇都宮東武・益子駅前
1.宇都宮市内中心部への通勤通学及び買い物のため
2.益子町内への通勤通学及び来訪者のため

第45号 宇都宮東武・星の杜
1.宇都宮市内中心部への通勤通学及び買い物のため
2.宇都宮大学への通学のため
3.星の杜中学校・高等学校への通学のため

第46号 西原車庫・宇大前・ベルモール
1.宇都宮市内中心部への通勤通学及び買い物のため
2.ベルモールへの来訪者のため

第47号 西那須野駅・大田原中学校
1.西那須野駅から大田原市内への通勤・通学のため
2.大田原市内からの西那須野駅へのアクセスのため

第48号 西那須野駅・黒羽郵便局
1.西那須野駅から大田原市内への通勤・通学のため
2.大田原市内からの西那須野駅へのアクセスのため

第49号 西那須野駅・赤十字・五峰の湯
1.西那須野駅から大田原市内への通勤・通学のため
2.大田原市内からの西那須野駅へのアクセスのため
3.那須赤十字病院への通院のため

第50号 西那須野駅・福祉大
1.西那須野駅から大田原市内への通勤・通学のため
2.大田原市内からの西那須野駅へのアクセスのため

第51号 那須塩原駅・板室温泉
1.戸田・青木付近からの黒磯駅・那須塩原駅へのアクセスのため
2.板室温泉利用者のため

第52号 宇都宮駅東口・ミツトヨ営業Ｃ・宇都宮駅東口 1.東峰・卸団地地区から宇都宮市中心市街地への通勤・通学のため

第53号 宇都宮東武・越戸・平出工業団地
1.鬼怒通り沿線及び越戸地区に住まう市民の宇都宮市街地またはJR宇都宮駅までの通勤・買物のため
2.宇都宮市内中心部の高校までの通学のため
3.宇都宮市内中心部の病院への通院のため

第54号 宇都宮東武・越戸・柳田車庫
1.鬼怒通り沿線及び越戸地区に住まう市民の宇都宮市街地またはJR宇都宮駅までの通勤・買物のため
2.宇都宮市内中心部の高校までの通学のため
3.宇都宮市内中心部の病院への通院のため

第55号 宇都宮駅東口・上野団地・岡本駅西口・和久 1.岡本・和久地区から宇都宮中心市街地への通勤・通学のため

1.宇都宮市内中心部への通勤通学のため
2.県庁・市役所の来訪者のため
3.宇都宮市内中心部の病院への通院のため
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第１号様式（第３条関係）

名称及び
代表者名

   　　令和８年度生活バス路線の指定を関係書類を添えて別紙のとおり申請します。

令和７年７月１０日
ＪＲ関営第１８３号

栃木県知事　福田　富一　様

令和８年度生活バス路線指定申請書

（関係書類）

２　乗降調査結果表

１　別紙（指定を受けようとする系統の概要及び運行計画）

　ジェイアールバス関東株式会社
　代表取締役社長　小塙　隆一

0287997
テキストボックス
資料２－２



別紙

起点 主な経由地 終点

第１号 塩原本線
西那須野

駅
関谷宿

塩原温泉
バスター
ミナル

那須塩原市 通勤・通学・買い物等 21.7 365 10.6 169,128.0

国際医療福祉大学病院、
那須清峰高校、那須拓陽
高校、ヨークベニマル、
イオンタウン

ＪＲ東北本線、那須塩原
市営バス、塩原・上三依
線

あり 平均乗車密度4.0名

第２号

第３号

第４号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

第１０号

申請
番号

実車走行キ
ロ
(㎞)

運行回数
(1往復1
回)

運行日数
(日)

キロ程
(㎞)

運行系統名
運行系統

具体的な数値目標
単一市町村内運行の
場合の広域的な移動
需要への対応状況

需要への対応

指定を受けようとする系統の運行計画

他の公共交通との
ネットワークの状況

当該系統が経
由する市町村

主な利用者
及び運行目的

指定を受けようとする系統の概要



西那須野駅

千本松牧場

アグリパル塩原

もみじ谷大吊橋

塩原温泉バスターミナル

ジェイアールバス関東（株）塩原本線 路線図

旧塩原町

旧西那須野町



【塩原本線乗降調査表】 実施日　2024年6月11日（火）
往路 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

系
統

便
番

区
分

那
須
塩
原
駅

蛇
尾
川

西
富
山

三
島

三
島
小
学
校
前
①

那
須
三
島
①

五
軒
町
①

西
那
須
野
駅

五
軒
町
②

那
須
三
島
②

三
島
小
学
校
前
②

三
島
農
場

三
島
体
育
ｾ
ﾝ
ﾀ

ｰ

前

西
那
須
野
消
防
署
前

南
赤
田

下
赤
田

中
赤
田

老
人
ホ
ー

ム
入
口

赤
田

上
赤
田

試
験
場
前

千
本
松

研
修
牧
場
前

塩
原
口

工
業
団
地
入
口

下
田
野

関
谷
団
地
前

旭
町

関
谷
宿

関
谷
上
宿

ア
グ
リ
パ
ル
塩
原

愛
宕
山
口

リ

ッ
チ
ラ
ン
ド
入
口

入
勝
橋

も
み
じ
谷
大
吊
橋

回
顧
橋

回
顧
園
地

連
珠
の
滝

塩
原
大
網

竜
化
の
滝
入
口

夕
の
原

福
渡
口

松
楓
楼
松
屋

塩
原
福
渡

七
つ
岩
吊
橋

塩
原
塩
釜

湯
の
華
荘

塩
原
畑
下

塩
原
門
前

塩
原
温
泉
Ｂ
Ｔ

計

乗 3 1 4
降 1 1 1 1 4
乗 9 1 1 1 12
降 1 3 3 2 2 1 12
乗 5 1 1 1 8
降 1 2 1 1 1 1 1 8
乗 1 2 1 4
降 2 2 4
乗 2 2
降 2 2
乗 3 3
降 1 1 1 3
乗 6 1 3 1 11
降 1 1 1 1 2 5 11
乗 8 8
降 1 1 1 1 2 2 8
乗 17 3 20
降 1 2 1 2 1 1 1 2 1 8 20
乗 8 8
降 1 1 6 8
乗 60 2 4 5 1 1 1 2 1 2 1 80
降 1 2 2 3 1 1 1 1 4 5 2 4 4 3 2 2 1 4 3 1 3 2 4 24 80

復路

系
統

便
番

区
分

那
須
塩
原
駅

蛇
尾
川

西
富
山

三
島

三
島
小
学
校
前
①

那
須
三
島
①

五
軒
町
①

西
那
須
野
駅

五
軒
町
②

那
須
三
島
②

三
島
小
学
校
前
②

三
島
農
場

三
島
体
育
ｾ
ﾝ
ﾀ

ｰ

前

西
那
須
野
消
防
署
前

南
赤
田

下
赤
田

中
赤
田

老
人
ホ
ー

ム
入
口

赤
田

上
赤
田

試
験
場
前

千
本
松

研
修
牧
場
前

塩
原
口

工
業
団
地
入
口

下
田
野

関
谷
団
地
前

旭
町

関
谷
宿

関
谷
上
宿

ア
グ
リ
パ
ル
塩
原

愛
宕
山
口

リ

ッ
チ
ラ
ン
ド
入
口

入
勝
橋

も
み
じ
谷
大
吊
橋

回
顧
橋

回
顧
園
地

連
珠
の
滝

塩
原
大
網

竜
化
の
滝
入
口

夕
の
原

福
渡
口

松
楓
楼
松
屋

塩
原
福
渡

七
つ
岩
吊
橋

塩
原
塩
釜

湯
の
華
荘

塩
原
畑
下

塩
原
門
前

塩
原
温
泉
Ｂ
Ｔ

計

乗 1 1 1 1 4 8
降 8 8
乗 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 6 20
降 19 1 20
乗 1 2 1 1 1 1 3 10
降 9 1 10
乗 1 1 1 1 1 2 7 14
降 8 1 1 1 1 2 14
乗 1 1 1 1 1 1 6 12
降 9 2 1 12
乗 2 1 2 5
降 3 1 1 5
乗 1 1 1 1 1 5
降 4 1 5
乗 1 3 1 2 1 8
降 3 2 1 1 1 8
乗 1 1 2 2 1 1 1 9
降 3 2 2 2 9
乗 0
降 0
乗 1 1 1 2 3 2 2 2 6 5 2 6 4 3 2 1 6 2 2 6 1 3 28 91
降 66 6 5 4 1 1 1 1 3 2 1 91

1

3

5

7

9

11

209

13

15

17

19

計

1

2

4

6

8

10

12

14

16

18

計



第１号様式（第３条関係）

名称及び
代表者名

   　　令和８年度生活バス路線の指定を関係書類を添えて別紙のとおり申請します。

令和７年７月１０日
ＪＲ関営第１８３号の２

栃木県知事　福田　富一　様

令和８年度生活バス路線指定申請書

（関係書類）

２　乗降調査結果表

１　別紙（指定を受けようとする系統の概要及び運行計画）

　ジェイアールバス関東株式会社
　代表取締役社長　小塙　隆一



別紙

起点 主な経由地 終点

第１号 芳賀市塙線
芳賀町工業
団地管理セ
ンター前

祖母井・
花王前

市塙駅
芳賀町
市貝町

通勤・通学・買い物等 14.4 238 1.9 20,634.6
芳賀・宇都宮ＬＲＴ、真
岡鉄道、市塙黒田烏山線 あり 平均乗車密度2.5名

第２号 清原市塙線
清原地区市
民センター

前

芳賀長島
・花王前

市塙駅
宇都宮市
芳賀町
市貝町

通勤・通学・買い物等 15.5 238 6.1 70,305.2
芳賀・宇都宮ＬＲＴ、真
岡鉄道、市塙黒田烏山線 あり 平均乗車密度3.0名

第３号

第４号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

第１０号

具体的な数値目標
単一市町村内運行の
場合の広域的な移動
需要への対応状況

需要への対応

指定を受けようとする系統の運行計画

他の公共交通との
ネットワークの状況

当該系統が経
由する市町村

主な利用者
及び運行目的

指定を受けようとする系統の概要

申請
番号

実車走行
キロ
(㎞)

運行回数
(1往復1
回)

運行日数
(日)

キロ程
(㎞)

運行系統名
運行系統



清原地区市民センター前

芳賀町工業団地管理センター前

祖母井

芳賀長島

上赤羽

花王前

市塙駅



【花王線乗降調査表】★芳賀町工業団地管理センター前発着 実施日　2024年6月14日（金）
往路 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

系
統

便
番

区
分

芳

賀

町

工

業

団

地

管

理

セ

ン

タ
ー

前

下
原

三
日
市
台

芳
賀
三
日
市

芳
賀
寺
内

芳
賀
青
木

東
青
木

上
延
生

芳
賀
温
泉
ロ
マ
ン
の
湯

祖
母
井

芳
賀
町
体
育
館
前

芳
賀
町
役
場
東

祖
母
井
南

六
地
蔵

上
赤
羽

花
王
前

上
の
原
緑
地
公
園

上
根

市
貝
温
泉
入
口

荒
宿

荒
宿
横
町

小
貝
口

西
古
宿

市
塙
駅
入
口

市
塙
駅

計

乗 2 2
降 2 2
乗 0
降 0
乗 5 5
降 2 1 1 1 5
乗 7 7
降 2 1 1 3 7

復路 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

系
統

便
番

区
分

市
塙
駅

市
貝
小
学
校
前

新
町

荒
宿
東

荒
宿
②

市
貝
温
泉
入
口
②

上
根
②

上
の
原
緑
地
公
園
②

花
王
前
②

上
赤
羽
②

六
地
蔵
②

祖
母
井
南
②

芳
賀
町
役
場
東
②

芳
賀
町
体
育
館
前
②

祖
母
井
②

芳
賀
温
泉
ロ
マ
ン
の
湯
②

上
延
生
②

東
青
木
②

芳
賀
青
木
②

芳
賀
寺
内
②

芳
賀
三
日
市
②

三
日
市
台
②

下
原
②

芳

賀

町

工

業

団

地

管

理

セ

ン

タ
ー

前

②

計

乗 1 2 1 4
降 4 4
乗 2 2
降 2 2
乗 0
降 0
乗 1 2 2 1 6
降 6 6

【花王線乗降調査表】★清原地区市民センター前発着
往路 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

系
統

便
番

区
分

清
原
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー

前

清
原
工
業
団
地
東

氷
室
中
の
島

東
中
の
島

和
泉

和
泉
ニ

ュ
ー

タ
ウ
ン

梨
の
木
原

茂
栄
坂

芳
賀
長
島

延
生
地
蔵
前

上
赤
羽

花
王
前

上
の
原
緑
地
公
園

上
根

市
貝
温
泉
入
口

荒
宿

荒
宿
横
町

小
貝
口

西
古
宿

市
塙
駅
入
口

市
塙
駅

計

乗 9 9
降 9 9
乗 18 18
降 18 18
乗 6 6
降 5 1 6
乗 2 2
降 2 2
乗 6 6
降 2 2 1 1 6
乗 1 1
降 1 1
乗 1 1
降 1 1
乗 1 1
降 1 1
乗 1 1
降 1 1
乗 44 1 45
降 2 3 1 1 1 34 1 1 1 45

復路 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

系
統

便
番

区
分

市
塙
駅

市
貝
小
学
校
前

新
町

荒
宿
東

荒
宿
②

市
貝
温
泉
入
口
②

上
根
②

上
の
原
緑
地
公
園
②

花
王
前
②

上
赤
羽
②

延
生
地
蔵
前
②

芳
賀
長
島
②

茂
栄
坂
②

梨
の
木
原
②

和
泉
ニ

ュ
ー

タ
ウ
ン
②

和
泉
②

東
中
の
島
②

氷
室
中
の
島
②

清
原
工
業
団
地
東
②

清

原

地

区

市

民

セ

ン

タ
ー

前

②

計

乗 0
降 0
乗 1 1
降 1 1
乗 1 1 1 3
降 3 3
乗 1 1
降 1 1
乗 5 5
降 5 5
乗 4 1 5
降 5 5
乗 1 9 10
降 1 9 10
乗 4 4
降 4 4
乗 3 3
降 3 3
乗 1 3 4
降 4 4
乗 1 1 28 1 1 1 1 2 36
降 1 35 36

32

3606

3608

3610

3612

3202

3204

3205

3602

3604

3505

3507

計

36

計

3618

3620

3614

3616

3101

3103

3105

3509

3511

3513

3515

3517

計

計

31

35

3501

3503



第１号様式（第３条関係）

名称及び
代表者名

　令和８(2026)年度生活バス路線の指定を関係書類を添えて別紙のとおり申請します。

２　乗降調査結果表

１　別紙（指定を受けようとする系統の概要及び運行計画）

令和７年　７月１８日
日ダ補第２５０２号

栃木県知事　　福田　富一　　様

令和８(2026)年度生活バス路線指定申請書

（関係書類）

　日 光 交 通 株 式 会 社
　取締役社長　渡辺 剛志

0287997
テキストボックス
資料２－３



別紙

起点 主な経由地 終点

第１号
鬼怒川線

（ｲｵﾝ終点）
鬼怒川
温泉駅

下今市駅 イオン今市 日光市
高齢者の通院や買い
物、小学生の通学等の
ため

17.5 365 8.2 104,615.0

今市病院
森病院
大桑小学校
下原小学校
日光市役所
イオン今市店

鬼怒川温泉駅
ＪＲ今市駅
東武下今市駅

日光市営バス
小百線・下野大沢線・
大渡線・温泉線・下小
林線・下今市線

あり １５０人／日

第２号
鬼怒川線
（日光医療
ｾﾝﾀｰ終点）

鬼怒川
温泉駅

下今市駅
獨協医大
日光医療
センター

日光市
高齢者の通院や買い
物、小学生の通学等の
ため

19.9 365 1.6 23,561.6

日光医療センター
今市病院
森病院
大桑小学校
下原小学校

鬼怒川温泉駅
ＪＲ今市駅
東武下今市駅

日光市営バス
小百線・下野大沢線・
大渡線・温泉線・下小
林線・下今市線

あり ３４人／日

第３号
鬼怒川線

（直通下今市終
点）

鬼怒川
温泉駅

ＪＲ今市駅 下今市駅 日光市
高齢者の通院や買い
物、小学生の通学等の
ため

15.1 365 0.9 10,872.0

今市病院
森病院
大桑小学校
下原小学校

鬼怒川温泉駅
ＪＲ今市駅
東武下今市駅

日光市営バス
小百線・下野大沢線・
大渡線・温泉線・下小
林線・下今市線

あり １６人／日

第４号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

第１０号

申請
番号

実車走行
キロ
(㎞)

運行回数
(1往復1
回)

運行日数
(日)

キロ程
(㎞)

運行系統名
運行系統 当該系統が経

由する市町村

指定を受けようとする系統の概要

具体的な数値目標
単一市町村内運行の
場合の広域的な移動
需要への対応状況

需要への対応

指定を受けようとする系統の運行計画

他の公共交通との
ネットワークの状況

主な利用者
及び運行目的



下原小学校

獨協医大日光医療センター

大桑小学校

今市病院

商業施設等

ＪＲ今市駅

日光市役所

イオン今市店

日光交通㈱鬼怒川線路線略図

1km0

【主 系 統】＜ 鬼怒川温泉駅 ～ 下今市駅 ～ イオン今市 ＞ 8.2回 17.5km

【みなし系統】＜ 鬼怒川温泉駅 ～ 下今市駅 ～ 獨協医大日光医療センター ＞ 1.6回 19.9km 重複区間 17.5km (88%)

【みなし系統】＜ 鬼怒川温泉駅 ～ 下今市駅 ＞ 1.0回 15.1km 重複区間 15.1km (100%)

中岩橋

旧藤原町

旧今市市

森病院

商業施設等

獨協医大日光医療センター

下今市駅

道の駅日光

鬼怒川温泉駅

岡村整形外科

商業施設等



2023.1.4～ 2023.1.4～ 2023.1.4～

時
刻

時
刻

時
刻

▲

53
　▲ ◎　▲

38 11
◎　▲

25 50

40

01

40 25

53

05

06 10

56 11 00
◎　▲ ◆

55 55 02 55
◎　▲

55 50
◆

02 45

◎ 日曜　・祝日　運休 ◎ 日曜　・祝日　運休 ◆ 日曜・祝日のみ運行
▲ 年末年始（12/30～1/3）　運休 ▲ 年末年始（12/30～1/3）　運休

運    　行　    時    　刻　    表　

鬼怒川温泉駅～下今市駅
鬼怒川温泉駅～

　　獨協医大日光医療センター
鬼怒川温泉駅～下今市駅～イオン今市

鬼怒川温泉駅　発 下今市駅　発 鬼怒川温泉駅　発
獨協医大日光

医療センター　発
鬼怒川温泉駅　発 イオン今市　発

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9

10 10 10

11 11 11

12 12 12

13 13 13

14 14 14

15 15 15

16 16 16

17 17 17

18 18 18

19 19 19



■ 乗降調査結果【路線運行】
事業者名・市町村名 申請番号 系統名

調査日 キロ程 上り便数/日 下り便数/日
㎞ 11 11

輸送人キロ（各停留所の通過人数×各停留所間距離の総計）
下り

乗車実態を反映した平均乗車密度（総輸送人キロ÷系統キロ÷便数(片道)）
下り

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
停
留
所
の
名
称

獨
協
医
大

日
光
医
療
セ
ン
タ
ー

下
森
友
南

か
ま
し
ん
森
友
前

岡
村
整
形
外
科
前

イ
オ
ン
今
市

七
本
桜

市
役
所
入
口

東
町

下
今
市
駅

東
町

小
倉
町

J
R
今
市
駅

住
吉
町

春
日
町

朝
日
町

大
谷
向

大
谷
向
駅
前

木
の
根
坂

茶
臼
山
入
口

倉
ケ
崎
新
田

古
大
谷

倉
ケ
崎

梶
ヶ
原

大
桑
駅
入
口

上
大
桑

大
桑
支
所
前

川
室
入
口

栗
原

ゴ
ル
フ
場
入
口

新
高
徳
駅
前

高
徳
郵
便
局
前

き
ぬ
川
苑
前

中
岩
発
電
所
前

鬼
怒
大
瀞

レ
ジ
ャ
ー

公
園
前

小
佐
越
駅
前

自
由
ヶ
丘

大
原
団
地
前

大
原

中
学
校
前

バ
イ
パ
ス
十
字
路

鬼
怒
川
温
泉
駅

累計 0.9 2.6 3.0 3.0 3.3 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 6.5 6.7 7.0 7.6 7.9 8.2 8.6 8.9 9.6 10.0 10.5 11.4 11.7 12.1 12.2 13.6 13.9 14.3 14.6 14.9 15.2 15.8 16.7 17.0 17.7 18.4 18.7 19.0 19.6 19.9

№
始発
時刻

停留所
間距離 0.9 1.7 0.4 0.3 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.2 0.3 0.6 0.3 0.3 0.4 0.3 0.7 0.4 0.5 0.9 0.3 0.4 0.1 1.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.6 0.9 0.3 0.7 0.7 0.3 0.3 0.6 0.3

乗車

降車

乗車 12 3 8 1
降車 12 3 1 8
乗車 8 1 1 1 3 1 1
降車 8 4 1 1 2
乗車 19 2 1 3 3 3 1 6
降車 19 9 2 3 2 2 1
乗車 20 1 3 2 2 3 4 5
降車 20 8 1 2 5 4
乗車 5 1 2 1 1
降車 5 3 1 1
乗車 14 1 1 9 1 1 1
降車 14 2 1 7 3 1
乗車 6 2 2 2
降車 6 3 2 1
乗車

降車

乗車 1 1
降車 1 1
乗車

降車

合計 乗車 85 1 2 3 3 2 5 1 6 5 1 9 8 1 1 2 9 1 3 6 16
合計 降車 85 3 1 29 2 1 3 4 2 1 2 7 3 8 2 2 3 5 7
合計 利用者 170 3 1 29 3 3 3 6 2 9 2 1 3 13 8 1 17 8 3 2 3 1 2 5 16 1 3 6 16

1 6:53 通過

2 7:11 通過 9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 1 1 1
3 8:50 通過 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 2 2 2 1
4 9:40 通過 16 9 11 11 11 14 14 14 14 16 16 15 15 15 15 15 15 15 12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 7 6
5 11:40 通過 9 8 8 8 8 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 8 9 9 9 5
6 13:05 通過 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 1 1 1
7 14:06 通過 11 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 11 11 11 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
8 15:11 通過 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 2 2 2
9 15:56 通過

10 16:55 通過 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 17:50 通過

合計 通過 3 4 4 4 33 34 33 30 30 30 28 27 29 30 31 31 31 31 31 31 31 32 30 30 29 28 28 20 20 20 21 23 26 25 23 23 28 26 25 22 16

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
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光
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友
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友
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谷
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大
谷
向
駅
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坂
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臼
山
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口
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ケ
崎
新
田

古
大
谷

倉
ケ
崎

梶
ヶ
原

大
桑
駅
入
口

上
大
桑

大
桑
支
所
前

川
室
入
口

栗
原

ゴ
ル
フ
場
入
口

新
高
徳
駅
前

高
徳
郵
便
局
前

き
ぬ
川
苑
前

中
岩
発
電
所
前

鬼
怒
大
瀞

レ
ジ
ャ
ー

公
園
前

小
佐
越
駅
前

自
由
ヶ
丘

大
原
団
地
前

大
原

中
学
校
前

バ
イ
パ
ス
十
字
路

鬼
怒
川
温
泉
駅

累計 0.9 2.6 3.0 3.0 3.3 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 6.5 6.7 7.0 7.6 7.9 8.2 8.6 8.9 9.6 10.0 10.5 11.4 11.7 12.1 12.2 13.6 13.9 14.3 14.6 14.9 15.2 15.8 16.7 17.0 17.7 18.4 18.7 19.0 19.6 19.9

№
始発
時刻

停留所
間距離 0.9 1.7 0.4 0.3 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.2 0.3 0.6 0.3 0.3 0.4 0.3 0.7 0.4 0.5 0.9 0.3 0.4 0.1 1.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.6 0.9 0.3 0.7 0.7 0.3 0.3 0.6 0.3

乗車 10 7 3
降車 10 10
乗車

降車

乗車 8 2 1 2 3
降車 8 2 1 1 1 3
乗車 7 1 1 1 1 1 2
降車 7 1 1 3 2
乗車 13 5 1 1 2 2 2
降車 13 1 2 2 1 4 1 2
乗車 26 6 3 1 5 3 8
降車 26 1 2 1 8 3 1 2 8
乗車 12 3 1 2 3 1 2
降車 12 1 1 1 2 1 1 5
乗車 8 8
降車 8 3 2 1 2
乗車

降車

乗車 1 1
降車 1 1
乗車 6 6
降車 6 1 3 2

合計 乗車 91 6 1 25 3 7 7 2 1 7 3 5 3 2 2 8 9
合計 降車 91 6 3 6 1 1 4 4 1 10 8 1 1 5 10 3 7 20
合計 利用者 6 1 25 3 13 3 13 3 1 1 11 7 1 15 3 8 2 3 1 13 19 3 7 20

1 7:38 通過 10 7 10 10 10
2 8:25 通過

3 10:01 通過 3 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3
4 11:25 通過 5 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 2
5 12:53 通過 6 5 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 6 6 5 5 5 5 3 3 2
6 14:10 通過 14 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 7 7 6 6 11 14 14 6 6 6 6 6 6 6 6 11 10 10 8 8
7 15:00 通過 7 3 4 4 4 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 6 6 5
8 16:02 通過 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2
9 16:55 通過

10 17:55 通過 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 18:45 通過 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

合計 通過 6 7 7 7 32 35 35 35 36 36 33 34 35 35 35 34 34 34 34 35 35 38 37 36 36 31 34 34 26 26 28 29 29 28 28 28 31 30 30 27 20

乗車 176 6 1 25 4 2 3 10 2 12 2 1 1 13 8 1 14 3 8 3 2 1 2 8 18 1 3 6 16
降車 176 3 1 29 2 1 9 3 10 3 1 2 1 11 7 1 18 8 2 3 3 1 10 17 3 7 20

利用者 9 2 54 6 3 3 19 5 22 5 1 3 1 1 24 15 1 1 32 3 8 8 5 5 3 2 2 18 35 1 6 13 36
通過 6 10 11 11 36 68 69 68 66 66 63 62 62 64 65 65 65 65 65 66 66 69 69 66 66 60 62 62 46 46 48 50 52 54 53 51 54 58 56 52 42 16

上り 471 5 2 1 23 14 13 12 12 11 15 5 9 18 9 9 12 9 22 12 16 29 9 12 3 39 8 8 6 6 6 14 23 8 16 16 8 8 15 7
下り 569 5 12 3 10 25 14 14 14 14 12 19 7 11 21 10 10 14 10 25 14 19 33 11 14 3 48 10 10 8 8 9 17 25 8 20 22 9 9 16 6
合計 1,040 11 14 3 1 33 38 27 26 26 25 27 24 16 29 30 20 23 23 32 37 30 48 42 23 17 42 56 18 16 14 15 23 41 33 25 36 30 17 24 23 6

乗
降
者
数

【
上
り

】

8 15:11

9 15:56

10 16:55

通
過
人
数

【
上
り

】

9 16:55

4 11:25

経由市町村

8

輸送人
キロ

乗
降
者
数

【
下
り

】

通
過
人
数

【
下
り

】

上下
合計

1 7:38

2 8:25

3 10:01

5 12:53

6 14:10

16:02

10 17:55

11 18:45

7 15:00

1 鬼怒川線

17.5

乗車
人数
降車
人数
計

最大
乗車
人数

経由市町村

1,039.65

合計 2.70

合計

日光交通株式会社

上り

2025.6.13(金)

上り

70

乗車
人数
降車
人数
計

最大
乗車
人数

471.00

2.45 2.95

568.65

7 14:06

1 6:53

2 7:11

3 8:50

4 9:40

11 17:50

5 11:40

6 13:05

【上 り】
進行方向

【下 り】
進行方向
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6:53 7:11 8:50 9:40

11:40 13:05 14:06 15:11

15:56 16:55 17:50

0

2

4

6

8

10

12

14

16

獨
協
…

下
森
…

か
ま
…

岡
村
…

イ
オ
…

七
本
桜

市
役
…

東
町

下
今
…

東
町

小
倉
町

JR

今
…

住
吉
町

春
日
町

朝
日
町

大
谷
向

大
谷
…

木
の
…

茶
臼
…

倉
ケ
…

古
大
谷

倉
ケ
崎

梶
ヶ
原

大
桑
…

上
大
桑

大
桑
…

川
室
…

栗
原

ゴ
ル
…

新
高
…

高
徳
…

き
ぬ
…

中
岩
…

鬼
怒
…

レ
…

小
佐
…

自
…

大
原
…

大
原

中
学
…

バ
イ
…

鬼
怒
…

利
用
者
数

申請№1_鬼怒川線【下り】便別バス停間通過人数

7:38 8:25 10:01 11:25 12:53 14:10

15:00 16:02 16:55 17:55 18:45

3

1
0 0

29

3 3 3

6

0

2

9

2
1

3

0 0 0 0 0 0

13

8

0
1

17

0

8

0 0

3
2

3

1
2

0

5

16

1

3

6

16

0

3
4 4 4

33
34

33

30 30 30

28
27

29
30

31 31 31 31 31 31 31
32

30 30
29

28 28

20 20 20
21

23

26
25

23 23

28

26
25

22

16

0

5

10

15

20

25

30

35

40

獨
協
医
大
…

下
森
友
南

か
ま
し
ん
森
友
前

岡
村
整
形
外
科
前

イ
オ
ン
今
市

七
本
桜

市
役
所
入
口

東
町

下
今
市
駅

東
町

小
倉
町

JR

今
市
駅

住
吉
町

春
日
町

朝
日
町

大
谷
向

大
谷
向
駅
前

木
の
根
坂

茶
臼
山
入
口

倉
ケ
崎
新
田

古
大
谷

倉
ケ
崎

梶
ヶ
原

大
桑
駅
入
口

上
大
桑

大
桑
支
所
前

川
室
入
口

栗
原

ゴ
ル
フ
場
入
口

新
高
徳
駅
前

高
徳
郵
便
局
前

き
ぬ
川
苑
前

中
岩
発
電
所
前

鬼
怒
大
瀞

レ
ジ
ャ
ー
公
園
前

小
佐
越
駅
前

自
由
ヶ
丘

大
原
団
地
前

大
原

中
学
校
前

バ
イ
パ
ス
十
字
路

鬼
怒
川
温
泉
駅

利
用
者
数

申請№1_鬼怒川線【上り】バス停別乗降者数・バス停間通過人数 利用者 通過

6

1
0 0

25

3

0 0

13

0

3

13

3

0 0
1

0 0 0
1

0

11

7

1
0

15

3

0

8

0

2
3

0
1

0 0

13

19

0

3

7

20

6
7 7 7

32

35 35 35
36 36

33
34

35 35 35
34 34 34 34

35 35

38
37

36 36

31

34 34

26 26

28
29 29

28 28 28

31
30 30

27

20

0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

獨
協
…

下
森
…

か
ま
…

岡
村
…

イ
オ
…

七
本
桜

市
役
…

東
町

下
今
…

東
町

小
倉
町

JR

今
市
駅

住
吉
町

春
日
町

朝
日
町

大
谷
向

大
谷
…

木
の
…

茶
臼
…

倉
ケ
…

古
大
谷

倉
ケ
崎

梶
ヶ
原

大
桑
…

上
大
桑

大
桑
…

川
室
…

栗
原

ゴ
ル
…

新
高
…

高
徳
…

き
ぬ
…

中
岩
…

鬼
怒
…

レ
…

小
佐
…

自
…

大
原
…

大
原

中
学
…

バ
イ
…

鬼
怒
…

利
用
者
数

申請№1_鬼怒川線【下り】バス停別乗降者数・バス停間通過人数 利用者 通過

進行方向

進行方向

進行方向

進行方向



■ 乗降調査結果【路線運行】
事業者名・市町村名 申請番号 系統名

調査日 キロ程 上り便数/日 下り便数/日
㎞ 11 11

輸送人キロ（各停留所の通過人数×各停留所間距離の総計）
下り

乗車実態を反映した平均乗車密度（総輸送人キロ÷系統キロ÷便数(片道)）
下り
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所
前

川
室
入
口

栗
原

ゴ
ル
フ
場
入
口

新
高
徳
駅
前

高
徳
郵
便
局
前

き
ぬ
川
苑
前

中
岩
発
電
所
前

鬼
怒
大
瀞

レ
ジ
ャ
ー

公
園
前

小
佐
越
駅
前

自
由
ヶ
丘

大
原
団
地
前

大
原

中
学
校
前

バ
イ
パ
ス
十
字
路

鬼
怒
川
温
泉
駅

累計 0.9 2.6 3.0 3.0 3.3 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 6.5 6.7 7.0 7.6 7.9 8.2 8.6 8.9 9.6 10.0 10.5 11.4 11.7 12.1 12.2 13.6 13.9 14.3 14.6 14.9 15.2 15.8 16.7 17.0 17.7 18.4 18.7 19.0 19.6 19.9

№
始発
時刻

停留所
間距離 0.9 1.7 0.4 0.3 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.2 0.3 0.6 0.3 0.3 0.4 0.3 0.7 0.4 0.5 0.9 0.3 0.4 0.1 1.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.6 0.9 0.3 0.7 0.7 0.3 0.3 0.6 0.3

乗車

降車

乗車 7 1 1 2 1 1 1
降車 7 5 2
乗車 10 3 2 2 1 2
降車 10 6 2 2
乗車 18 2 1 1 1 2 3 1 7
降車 18 3 4 1 3 2 5
乗車 8 1 2 2 3
降車 8 6 2
乗車 6 1 3 2
降車 6 6
乗車 5 1 2 1 1
降車 5 5
乗車 1 1
降車 1 1
乗車 2 2
降車 2 1 1
乗車

降車

乗車 1 1
降車 1 1

合計 乗車 58 1 2 6 7 3 2 1 1 3 2 1 1 2 5 2 2 17
合計 降車 58 5 28 4 1 2 3 4 2 7 2
合計 利用者 116 5 28 4 1 2 7 9 6 6 1 1 3 2 1 1 2 2 7 5 2 2 2 17

1 6:53 通過

2 7:11 通過 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 8:50 通過 6 6 6 6 6 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 5 3 3 2 2
4 9:40 通過 11 3 7 7 7 6 6 6 6 8 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 11 8 8 7 7
5 11:40 通過 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
6 13:05 通過 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 2
7 14:06 通過 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 15:11 通過 1 1 1 1
9 15:56 通過 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
10 16:55 通過

11 17:50 通過 3 1 1 1
合計 通過 5 5 5 5 33 37 36 34 29 29 29 24 24 26 26 26 26 25 25 25 24 21 19 19 19 19 18 18 18 18 17 19 19 19 17 17 24 19 21 19 17

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
停
留
所
の
名
称

獨
協
医
大

日
光
医
療
セ
ン
タ
ー

下
森
友
南

か
ま
し
ん
森
友
前

岡
村
整
形
外
科
前

イ
オ
ン
今
市

七
本
桜

市
役
所
入
口

東
町

下
今
市
駅

東
町

小
倉
町

J
R
今
市
駅

住
吉
町

春
日
町

朝
日
町

大
谷
向

大
谷
向
駅
前

木
の
根
坂

茶
臼
山
入
口

倉
ケ
崎
新
田

古
大
谷

倉
ケ
崎

梶
ヶ
原

大
桑
駅
入
口

上
大
桑

大
桑
支
所
前

川
室
入
口

栗
原

ゴ
ル
フ
場
入
口

新
高
徳
駅
前

高
徳
郵
便
局
前

き
ぬ
川
苑
前

中
岩
発
電
所
前

鬼
怒
大
瀞

レ
ジ
ャ
ー

公
園
前

小
佐
越
駅
前

自
由
ヶ
丘

大
原
団
地
前

大
原

中
学
校
前

バ
イ
パ
ス
十
字
路

鬼
怒
川
温
泉
駅

累計 0.9 2.6 3.0 3.0 3.3 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 6.5 6.7 7.0 7.6 7.9 8.2 8.6 8.9 9.6 10.0 10.5 11.4 11.7 12.1 12.2 13.6 13.9 14.3 14.6 14.9 15.2 15.8 16.7 17.0 17.7 18.4 18.7 19.0 19.6 19.9

№
始発
時刻

停留所
間距離 0.9 1.7 0.4 0.3 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.2 0.3 0.6 0.3 0.3 0.4 0.3 0.7 0.4 0.5 0.9 0.3 0.4 0.1 1.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.6 0.9 0.3 0.7 0.7 0.3 0.3 0.6 0.3

乗車

降車

乗車 1 1
降車 1 1
乗車

降車

乗車 9 6 1 2
降車 9 3 2 1 3
乗車 8 6 2
降車 8 2 1 4 1
乗車 7 5 2
降車 7 2 1 1 1 2
乗車 8 7 1
降車 8 1 1 1 1 4
乗車 10 10
降車 10 1 1 1 2 1 1 2 1
乗車 8 4 2 2
降車 8 1 2 3 2
乗車 1 1
降車 1 1
乗車 1 1
降車 1 1

合計 乗車 53 38 3 1 1 2 4 2 2
合計 降車 53 2 2 3 6 2 7 3 1 1 1 3 2 1 6 1 7 5
合計 利用者 38 5 2 3 7 3 9 7 1 1 1 3 2 1 2 2 6 1 7 5

1 7:38 通過

2 8:25 通過 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 10:01 通過

4 11:25 通過 6 6 6 6 6 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
5 12:53 通過 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1
6 14:10 通過 5 5 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2
7 15:00 通過 8 7 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 16:02 通過 10 10 10 9 9 8 8 8 7 5 4 4 4 4 4 4 4 3 1
9 16:55 通過 4 4 4 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10 17:55 通過 1 1 1 1
11 18:45 通過 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

合計 通過 38 39 37 34 29 28 28 23 24 23 22 22 22 22 22 22 21 18 16 15 15 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17 19 13 13 12 5

乗車 111 38 3 1 2 7 1 9 7 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 5 2 2 17
降車 111 5 28 6 2 3 7 2 9 6 5 1 1 3 2 1 2 7 6 2 1 7 5

利用者 5 66 9 3 5 14 3 18 13 7 1 1 2 6 4 1 1 1 4 2 9 11 2 3 9 22
通過 5 5 5 43 72 74 70 63 57 57 52 48 47 48 48 48 48 47 47 46 42 37 34 34 34 34 33 33 33 33 34 36 36 36 34 36 37 32 33 24 17

上り 395 9 2 2 23 15 14 14 12 10 16 5 7 16 8 8 10 8 18 10 12 19 6 8 2 27 5 7 5 5 5 11 17 6 12 12 7 6 13 6
下り 343 11 27 15 14 12 11 10 13 5 7 13 7 7 9 7 15 8 9 14 5 6 2 21 5 6 5 5 5 10 15 5 12 13 4 4 7 2
合計 738 9 2 2 35 42 29 27 23 21 26 17 12 23 21 14 17 16 24 25 20 28 20 12 8 28 26 12 11 10 10 17 27 21 17 24 21 10 17 13 2

乗
降
者
数

【
上
り

】

8 15:11

9 15:56

10 16:55

通
過
人
数

【
上
り

】

9 16:55

4 11:25

経由市町村

8

輸送人
キロ

乗
降
者
数

【
下
り

】

通
過
人
数

【
下
り

】

上下
合計

1 7:38

2 8:25

3 10:01

5 12:53

6 14:10

16:02

10 17:55

11 18:45

7 15:00

1 鬼怒川線

17.5

乗車
人数
降車
人数
計

最大
乗車
人数

経由市町村

737.55

合計 1.92

合計

日光交通株式会社

上り

2025.6.14(土)

上り

74

乗車
人数
降車
人数
計

最大
乗車
人数

394.60

2.05 1.78

342.95

7 14:06

1 6:53

2 7:11

3 8:50

4 9:40

11 17:50

5 11:40

6 13:05

【上 り】
進行方向

【下 り】
進行方向
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申請№1_鬼怒川線【下り】バス停別乗降者数・バス停間通過人数
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進行方向

進行方向

進行方向

進行方向



■ 乗降調査結果【路線運行】
事業者名・市町村名 申請番号 系統名

調査日 キロ程 上り便数/日 下り便数/日
㎞ 10 10

輸送人キロ（各停留所の通過人数×各停留所間距離の総計）
下り

乗車実態を反映した平均乗車密度（総輸送人キロ÷系統キロ÷便数(片道)）
下り

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
停
留
所
の
名
称

獨
協
医
大

日
光
医
療
セ
ン
タ
ー

下
森
友
南

か
ま
し
ん
森
友
前

岡
村
整
形
外
科
前

イ
オ
ン
今
市

七
本
桜

市
役
所
入
口

東
町

下
今
市
駅

東
町

小
倉
町

J
R
今
市
駅

住
吉
町

春
日
町

朝
日
町

大
谷
向

大
谷
向
駅
前

木
の
根
坂

茶
臼
山
入
口

倉
ケ
崎
新
田

古
大
谷

倉
ケ
崎

梶
ヶ
原

大
桑
駅
入
口

上
大
桑

大
桑
支
所
前

川
室
入
口

栗
原

ゴ
ル
フ
場
入
口

新
高
徳
駅
前

高
徳
郵
便
局
前

き
ぬ
川
苑
前

中
岩
発
電
所
前

鬼
怒
大
瀞

レ
ジ
ャ
ー

公
園
前

小
佐
越
駅
前

自
由
ヶ
丘

大
原
団
地
前

大
原

中
学
校
前

バ
イ
パ
ス
十
字
路

鬼
怒
川
温
泉
駅

累計 0.9 2.6 3.0 3.0 3.3 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 6.5 6.7 7.0 7.6 7.9 8.2 8.6 8.9 9.6 10.0 10.5 11.4 11.7 12.1 12.2 13.6 13.9 14.3 14.6 14.9 15.2 15.8 16.7 17.0 17.7 18.4 18.7 19.0 19.6 19.9

№
始発
時刻

停留所
間距離 0.9 1.7 0.4 0.3 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.2 0.3 0.6 0.3 0.3 0.4 0.3 0.7 0.4 0.5 0.9 0.3 0.4 0.1 1.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.6 0.9 0.3 0.7 0.7 0.3 0.3 0.6 0.3

乗車

降車

乗車 5 1 3 1
降車 5 4 1
乗車 17 2 1 2 2 2 8
降車 17 7 1 2 2 4 1
乗車 8 1 2 1 1 2 1
降車 8 5 1 2
乗車 4 1 2 1
降車 4 1 2 1
乗車

降車

乗車 2 1 1
降車 2 1 1
乗車 3 1 2
降車 3 1 1 1
乗車

降車

乗車

降車

合計 乗車 39 1 7 1 4 3 2 1 2 1 2 2 13
合計 降車 39 17 1 1 4 1 1 1 2 1 4 6
合計 利用者 78 17 1 8 1 5 1 1 1 6 3 2 1 1 6 7 2 2 13

1 6:53 通過

2 8:50 通過 4 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 9:40 通過 10 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 10 10 8 8
4 11:40 通過 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1
5 13:05 通過 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
6 14:06 通過

7 15:11 通過 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 15:56 通過 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
9 16:55 通過

10 17:50 通過

11 0:00 通過

合計 通過 17 16 16 16 10 10 11 14 15 15 15 15 15 15 15 16 17 15 12 12 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 10 12 17 17 15 13

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
停
留
所
の
名
称

獨
協
医
大

日
光
医
療
セ
ン
タ
ー

下
森
友
南

か
ま
し
ん
森
友
前

岡
村
整
形
外
科
前

イ
オ
ン
今
市

七
本
桜

市
役
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入
口

東
町

下
今
市
駅

東
町

小
倉
町

J
R
今
市
駅

住
吉
町

春
日
町

朝
日
町

大
谷
向

大
谷
向
駅
前

木
の
根
坂

茶
臼
山
入
口

倉
ケ
崎
新
田

古
大
谷

倉
ケ
崎

梶
ヶ
原

大
桑
駅
入
口

上
大
桑

大
桑
支
所
前

川
室
入
口

栗
原

ゴ
ル
フ
場
入
口

新
高
徳
駅
前

高
徳
郵
便
局
前

き
ぬ
川
苑
前

中
岩
発
電
所
前

鬼
怒
大
瀞

レ
ジ
ャ
ー

公
園
前

小
佐
越
駅
前

自
由
ヶ
丘

大
原
団
地
前

大
原

中
学
校
前

バ
イ
パ
ス
十
字
路

鬼
怒
川
温
泉
駅

累計 0.9 2.6 3.0 3.0 3.3 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 6.5 6.7 7.0 7.6 7.9 8.2 8.6 8.9 9.6 10.0 10.5 11.4 11.7 12.1 12.2 13.6 13.9 14.3 14.6 14.9 15.2 15.8 16.7 17.0 17.7 18.4 18.7 19.0 19.6 19.9

№
始発
時刻

停留所
間距離 0.9 1.7 0.4 0.3 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.2 0.3 0.6 0.3 0.3 0.4 0.3 0.7 0.4 0.5 0.9 0.3 0.4 0.1 1.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.6 0.9 0.3 0.7 0.7 0.3 0.3 0.6 0.3

乗車

降車

乗車 4 4
降車 4 1 3
乗車 7 6 1
降車 7 4 1 1 1
乗車 9 7 2
降車 9 5 1 1 2
乗車 19 3 8 1 1 5 1
降車 19 2 1 1 5 1 9
乗車

降車

乗車 6 4 2
降車 6 1 1 2 2
乗車 4 1 3
降車 4 1 1 2
乗車 2 1 1
降車 2 1 1
乗車 7 4 3
降車 7 1 2 2 2

合計 乗車 58 26 10 3 6 1 1 5 6
合計 降車 58 1 4 5 1 4 2 4 3 2 1 2 2 7 1 1 2 16
合計 利用者 26 1 14 5 3 7 5 2 4 3 2 1 1 2 2 5 7 7 1 2 16

1 7:38 通過

2 10:01 通過 4 4 4 3 3
3 11:25 通過 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
4 12:53 通過 7 7 7 7 7 7 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 14:10 通過 14 3 3 3 3 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 9 9 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 14 9 9 9 9 9
6 15:00 通過

7 16:02 通過 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2
8 16:55 通過 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 18:02 通過 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 18:45 通過 4 4 3 3 3 1 1 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11 0:00 通過

合計 通過 26 25 25 25 31 26 29 34 31 31 31 29 29 29 29 29 29 25 22 22 20 19 19 19 20 20 20 20 20 18 16 21 14 19 19 18 16

乗車 97 26 1 17 3 7 1 4 3 2 1 1 5 2 7 2 2 13
降車 97 17 1 5 5 1 5 5 2 1 1 6 3 2 1 1 2 2 11 7 1 2 16

利用者 43 2 22 5 4 12 6 2 1 1 10 6 4 1 2 1 2 2 5 13 14 3 4 29
通過 26 42 41 41 47 36 39 45 45 46 46 44 44 44 44 44 45 42 37 34 32 29 29 29 30 31 31 31 31 28 26 31 24 31 36 35 31 13

上り 216 12 6 6 6 4 4 6 3 5 9 5 5 6 5 11 6 9 14 4 5 1 14 3 4 3 3 3 7 9 3 7 7 4 5 10 5
下り 392 8 18 10 10 12 10 10 19 6 9 19 9 9 12 9 20 12 13 20 7 8 2 27 6 8 6 6 6 12 16 5 15 10 6 6 11 5
合計 608 20 24 16 16 16 14 16 22 11 18 23 13 15 16 19 27 20 26 23 11 9 16 30 10 11 9 9 13 21 19 12 22 13 11 16 15 5
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乗車
人数
降車
人数
計

最大
乗車
人数

215.65

1.23 2.24

392.25

7 15:11

1 6:53

2 8:50

3 9:40

4 11:40

5 13:05

6 14:06

1 鬼怒川線

17.5

乗車
人数
降車
人数
計

最大
乗車
人数

経由市町村

607.90

合計 1.74

合計

日光交通株式会社

上り

2025.6.15(日)

上り

18:45

7 16:02

輸送人
キロ

乗
降
者
数

【
下
り

】

通
過
人
数

【
下
り

】

上下
合計

1 7:38

2 10:01

3 11:25

5 14:10

6 15:00

16:55

10

通
過
人
数

【
上
り

】

9 18:02

4 12:53

経由市町村

8

乗
降
者
数

【
上
り

】 8 15:56

9 16:55

10 17:50

【上 り】
進行方向

【下 り】
進行方向
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申請№1_鬼怒川線【下り】便別バス停間通過人数
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申請№1_鬼怒川線【下り】バス停別乗降者数・バス停間通過人数
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現　金
回数券
フリーパス

定期券
現　金
回数券
フリーパス

定期券
1 8 3 12 12

現　金 3 3
回数券
フリーパス

定期券 1 1
現　金
回数券 4 4
フリーパス

定期券 4 4
1 1 3 1 1 1 8 8

現　金 2 1 1 2 6
回数券
フリーパス 2 2
定期券
現　金
回数券
フリーパス

定期券
6 1 3 3 3 1 2 19 19

現　金 1 1 2 1 1 9 15
回数券
フリーパス 1 2 1 4
定期券
現　金
回数券
フリーパス

定期券
5 4 3 2 2 3 1 20 20

現　金 4 5 2 2 13
回数券
フリーパス 1 6 7
定期券
現　金
回数券
フリーパス

定期券
1 1 2 1 5 5

現　金 1 1
回数券
フリーパス 1 3 4
定期券
現　金
回数券
フリーパス

定期券
1 1 1 9 1 1 14 14

現　金 1 1 3 1 2 8
回数券
フリーパス

定期券 2 4 6
現　金
回数券
フリーパス

定期券
2 2 2 6 6

現　金 1 2 2 5
回数券
フリーパス 1 1
定期券
現　金
回数券
フリーパス

定期券

現　金
回数券
フリーパス

定期券
現　金
回数券
フリーパス

定期券
1 1 1

現　金 1 1
回数券
フリーパス

定期券
現　金
回数券
フリーパス

定期券

現　金
回数券
フリーパス

定期券
現　金
回数券
フリーパス
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調査年月日 2025 年 6 月 13 日 ( 金 )　鬼怒川温泉駅　→　イオン今市・獨協医大日光医療センター
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栃木県バス運行対策費補助金交付要領 

 

第１章 総則 

 

 （趣旨） 

第１条 県は、県民の日常生活上必要な交通手段としての県内の乗合バス路線のうち、特に広域的幹

線的路線の維持確保を図るため、国が補助する系統について県と関係市町村との役割分担に基づき、

関係市町村と協調して、栃木県バス運行対策費補助金（以下「補助金」という。）を交付するものと

し、当該補助金については、栃木県補助金等交付規則（昭和３６年栃木県規則第３３号。以下「規

則」という。）及び栃木県補助金等交付規則の規定による補助金等の名称等（昭和４７年栃木県告示

第３５４号）に規定するもののほか、この要領の定めるところによる。 

  （定義） 

第２条  この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 乗合バス事業者 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イの一般乗合旅客自

動車運送事業を経営する者をいう。 

(2) 協議会 地域における生活交通の確保のため県が主体となり、関東運輸局、市町村及び関係事

業者等の構成員によって設置された栃木県生活交通対策協議会をいう。 

(3) 国庫補助金交付要綱 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（平成２３年３月３０

日国総計第９７号、国鉄財第３６８号、国鉄業第１０２号、国自旅第２４０号、国海内第１４９

号、国空環第１０３号）をいう。 

(4) 生活バス路線 協議会において地域住民の生活に必要な系統であるかどうか及び関係市町村と

当該系統を運行する乗合バス事業者との適切な協力関係に基づき運行されるかどうかについて、

知事及び関係市町村長の意見を聴いた上で、地域住民の生活に必要な旅客自動車輸送の確保のた

めに、維持・確保が必要と認められ、知事が指定したものをいう。ただし、次に掲げるすべての要

件を満たすものに限る。 

ア 次のいずれにも該当しないもの 

(ｱ) 単一の市町村内を運行する系統であって、鉄道駅と広域拠点施設（総合病院、高等学校、大

学及び大規模商業施設等をいう。）を連絡する系統でないもの（国庫補助金交付要綱第７条に

より策定する生活交通ネットワーク計画（当該計画に代えて策定される地域間幹線系統確保

維持改善計画を含む。）に含まれるものを除く。） 

(ｲ) 高速バス、急行バス、季節運行又は定期観光等の系統 

(ｳ) 市町村等からの委託を受けて運行する系統 

イ 他の公共交通との接続等公共交通ネットワークに配慮した系統 

ウ 地域住民の需要に応じた運行を行う系統 

エ 路線の新規運行又は変更に当たり、協議会に事前照会しているもの 

(5) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度（財政法（昭和２２年法律第３４号）

第１１条に規定する会計年度をいう。以下同じ。）の９月３０日を末日とする１年間をいう。 

(6) 特定課題系統 協議会において、生活バス路線であって次に掲げる事項に該当するもののうち、

補助金の交付実績等を勘案して、優先的に改善すべき系統と認められ、知事が選定したものをい

う。 

ア 系統延長がおおむね２０キロメートルを超えるもの 

イ １日当たりの運行回数がおおむね３回以上のもの 

ウ その他協議会が必要と認めたもの 

0287997
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(7) 改善計画 乗合バス事業者が特定課題系統の見直し、改善の取組を行うに当たって、運行の効

率化を図るために利用者ニーズを踏まえて策定する計画をいう。 

(8) 輸送量 次式によって算出された数値をいう。 

    平均乗車密度×運行回数 

(9) 地域キロ当たり標準経常費用 乗合バス事業の運賃原価算定基準により算定された補助金の交

付を受けようとする会計年度の前年度における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される地方

民営乗合バス事業者の北関東ブロック（国庫補助金交付要綱別表１に定める補助ブロックのうち

栃木県が含まれるブロックをいう。）における実車走行キロ１キロメートル当たりの標準経常費

用（この号において「地域実績キロ当たり標準経常費用」という。）を基礎として、過去３年間を

平均して得られた額をいう。 

(10) 乗合バス事業者キロ当たり経常費用 補助対象期間の乗合バス事業の経常費用を補助対象期

間の実車走行キロ数で除した１キロメートル当たりの経常費用をいう。 

(11) キロ当たり補助対象経常費用 第９号の地域キロ当たり標準経常費用と前号の乗合バス事業

者キロ当たり経常費用とを比較し、いずれか少ない方の額をいう。 

(12) 補助対象経常費用 前号のキロ当たり補助対象経常費用の額に補助対象系統の実車走行キロ

数を乗じて得た額をいう。 

(13) 特定課題系統キロ当たり経常収益 補助対象期間の特定課題系統の経常収益を補助対象期間

の実車走行キロ数で除した１キロメートル当たりの経常収益をいう。 

(14) 特定課題系統キロ当たり欠損額 乗合バス事業者キロ当たり経常費用から特定課題系統キロ

当たり経常収益を控除した額をいう。 

(15) 国庫補助対象経費の額 国庫補助金交付要綱第６条の規定により算出した補助対象経費の額

をいう。 

 （生活バス路線の指定） 

第３条 生活バス路線の指定を受けようとする乗合バス事業者は、第１号様式による指定申請書に所

定の書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の７月２０日までに、知事に

提出するものとする。 

２ 生活バス路線の指定の変更をしようとする乗合バス事業者は、随時、第１号の２様式による生活

バス路線指定変更申請書を提出するものとする。 

３ 知事は前２項の規定による申請が行われた場合において、当該申請に係る内容が適切であると認

められるときは、生活バス路線の指定又は指定の変更（以下「指定等」という。）を行い、第２号様

式によりその旨を通知するものとする 

 （生活バス路線の運行計画の作成等） 

第４条 前条第１項の申請をする乗合バス事業者は、指定を受けようとする期間に係る当該系統の運

行計画を作成し、知事に提出しなければならない。同条第２項により指定の変更をしようとすると

きも、同様とする。 

２ 前条第３項の指定等を受けた乗合バス事業者は、前項の運行計画に記載された運行を実施しなけ

ればならない。 

 （生活バス路線の指定の取消し） 

第５条 知事は、第３条第３項の指定等を行った生活バス路線について、次に掲げる事項のいずれか

に該当すると認めるときは、当該指定等を取り消すことができる。 

(1) 生活バス路線の要件に該当しなくなったとき。 

(2) 前条第１項の運行計画に基づく運行を実施しなかったとき。ただし、天災その他やむを得ない

事情がある場合にはこの限りではない。 



(3) その他生活バス路線として不適切であると認められるとき。 

２ 関係市町村長又は当該系統を運行する乗合バス事業者は、知事に対し、前項の生活バス路線につ

いて、前項各号のいずれかに該当する旨を申し出ることができる。 

 

第２章 バス運行対策費補助金 

 

 （補助対象系統） 

第６条 補助対象系統は、生活バス路線のうち、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。 

(1) 複数市町村にまたがるもの。ただし、この要件成否は、平成１３年３月３１日における市町村

の状態に応じて決定するものとする。 

(2) １日当たりの輸送量が１５～１５０人のもの 

(3) １日当たりの運行回数が３回以上のもの。ただし、協議会が認めた場合は、平日１日当たりの

運行回数が３回以上のもの 

(4) 国庫補助金交付要綱別表３に定める広域行政圏の中心市町村への需要に対応して設定されるも

の、県庁所在地への需要に対応して設定されるもの又は、それ以外の市町村であって、総合病院等

医療機関、学校等の公共施設及び商業施設等が存在するなど、広域行政圏の中心市町村に準ずる

生活基盤が整備されていると認められるものとして、協議会が認めたもの 

(5) 補助対象期間に当該系統の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該系統の補助対象経常

費用に達していないもの 

(6) 経常収益が経常費用の１１／２０以上の系統又は、経常収益が経常費用の１１／２０に満たな

い系統で、市町村が補助することにより経常収益並びに市町村の補助額の合計額が経常費用の１

１／２０に相当する額に達するもの 

(7) 国庫補助金交付要綱第１２条に基づく国の補助対象系統であるもの 

 （補助対象事業者） 

第７条 補助対象事業者は、栃木県内で生活バス路線を運行する乗合バス事業者とする。 

 （補助対象経費の額） 

第８条  補助対象経費の額は、補助対象経常費用と経常収益との差額とする。ただし、補助対象経常費

用の９／２０に相当する額を限度とする。また、他の運行系統との競合区間の合計が５０％以上の

生活バス路線であって、当該競合運行系統の輸送量の和が１日当たり１５０人を超えるものに係る

補助対象経費の額は、次式により計算された額とする。 

  当該生活バス路線の補助対象経常費用と経常収益との差額× 

当該生活バス路線の総キロ程－競合区間に係るキロ程 

当該生活バス路線の総キロ程 

２ 補助対象経費の額は、平均乗車密度が５人未満の生活バス路線については、当該運行系統の輸送

量を５人で除した数値（端数切り捨て）を運行回数とみなした場合の当該運行回数分に相当する額

とする。 

３ 前２項により算定した補助対象経費の額が、国庫補助対象経費の額を超える生活バス路線におい

ては、補助対象経費の額は、前２項の規定にかかわらず、当該国庫補助対象経費の額を限度とする。

ただし、当該補助対象経費の額と国庫補助対象経費の額との差額の１／２について、市町村が補助

する場合には、当該補助対象経費の額に当該差額を加算した額を限度とする。 

 （補助対象系統の要件成否の決定） 

第９条 補助対象系統の要件成否は、当該補助対象期間の末日における状態に応じて決定するものと

する。 



 （補助金の交付の申請） 

第１０条 補助金の交付を受けようとする者は、第３号様式による栃木県バス運行対策費補助金交付

申請書に次に掲げる書類を添えて補助金の交付を受けようとする会計年度の１１月２０日までに知

事に提出するものとする。 

(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則（昭和３９年運輸省令第２１号）第２条第

２項の事業報告書及びこれに関連する必要な事項を記載した書類 

(2) 第３号の２様式による補助対象期間に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表（補助

対象系統に係るものに限る。） 

(3) 第３号の３様式による市町村負担額（第６条第６号後段及び第８条第３項の規定により市町村

負担が生じるものに限る。） 

(4) 第４号様式による事業評価結果シート 

 （事業評価の実施） 

第１１条 前条の申請をする乗合バス事業者は、申請系統の補助対象期間における運行状況等につい

て評価を行い、第４号様式による事業評価結果シートを知事に提出しなければならない。 

 （補助金の交付額） 

第１２条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の１／２に相当する額以内で知

事が定める額とする。 

 （補助金の交付の決定及び額の確定等） 

第１３条 知事は、第１０条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、

補助金の交付の決定及び額の確定を行い、すみやかに当該申請者にその旨を通知する。 

 （補助金の交付の周知） 

第１４条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金交付系統を運行する車内に国及び県等か

らの補助を受けている旨の掲示をしなければならない。 

 （補助金の経理等） 

第１５条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に

区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。 

２ 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の

終了後５年間保存しておくものとする。 

 （補助金の交付の取り消し及び返還） 

第１６条 知事は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助

金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還

を命ずることができる。 

(1) 本要領の規定に違反したとき。 

(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。 

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。 

 （適用除外） 

第１７条 規則第１１条から第１５条までの規定は適用除外とする。 

 

第３章 特定課題系統に係る特例 

 

 （特定課題系統の選定） 

第１８条 知事は、協議会の協議結果を踏まえて、特定課題系統を選定し、当該系統を運行する乗合バ

ス事業者にその旨を通知するものとする。 



２ 特定課題系統の選定は、１回の選定において１乗合バス事業者につき１系統を原則とする。 

３ 知事は、第１項の選定を行った日が属する会計年度から起算して３年間は、同一事業者が運行す

る他の系統について特定課題系統の選定を行わないものとする。 

 （改善計画の承認） 

第１９条 特定課題系統を運行する乗合バス事業者は、当該特定課題系統の見直し、改善の取組等を

記載した改善計画を策定し、知事の承認を受けなければならない。 

２ 前項の承認を受けようとする乗合バス事業者は、第５号様式による改善計画承認申請書に第５号

の２様式による改善計画書を添付して、当該改善計画に基づく見直し、改善の取組を開始する日が

属する補助対象期間の直前の４月末日までに、知事に提出するものとする。 

３ 第１項の改善計画の変更をしようとする乗合バス事業者は、第５号の３様式による改善計画変更

申請書を知事に提出するものとする。 

４ 知事は、前２項の規定による申請が行われた場合に、当該申請に係る内容が次に掲げる事項を勘

案して適当であると認められるときは、協議会の協議結果を踏まえて、計画又は変更の承認を行い、

その旨を通知するものとする。 

(1) 計画に記載した取組内容の妥当性 

(2) 収支目標の適切性 

５ 乗合バス事業者は、前項の承認を受けた改善計画の取組を実施しなければならない。 

 （インセンティブ補助金） 

第２０条 特定課題系統については、前章の補助金のほか、インセンティブ補助金を交付することと

する。 

２ 前項の補助対象系統は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 

(1) 前条に規定する改善計画の承認を受けること。 

(2) 承認を受けた改善計画の取組を実施すること。 

(3) 承認を受けた改善計画の収支目標を達成すること。 

(4) 特定課題系統キロ当たり欠損額が基準期間（改善計画の取組を開始した日の属する補助対象期

間の前補助対象期間をいう。以下同じ。）の特定課題系統キロ当たり欠損額を下回ること。 

 （補助対象事業者） 

第２１条 補助対象事業者は、前条第２項に該当する特定課題系統を運行する乗合バス事業者とする。 

 （補助対象経費の額） 

第２２条 補助対象経費の額は、次の各号に掲げる式により得られた額とする。ただし、第２号の規定

は、乗合バス事業者キロ当たり経常費用が地域キロ当たり標準経常費用を下回っている場合に適用

する。 

(1) ｛（特定課題系統キロ当たり経常収益－基準期間における特定課題系統キロ当たり経常収益）

＋（基準期間におけるキロ当たり補助対象経常費用－キロ当たり補助対象経常費用）｝×実車走行

キロ×２０％ 

(2) （地域キロ当たり標準経常費用－乗合バス事業者キロ当たり経常費用）×実車走行キロ×１０％ 

２ 第８条第１項また書及び同条第２項の規定は、前項の補助対象経費の額について準用する。 

３ 第１項の規定は、改善計画に基づく見直し、改善の取組を開始する日が属する補助対象期間に係

る補助金の交付を受けようとする会計年度から起算して３年間に限り適用する。 

 （補助金の交付の申請） 

第２３条 補助金の交付を受けようとする者は、第１０条の規定によるほか、次に掲げる書類を補助

金の交付を受けようとする会計年度の１１月２０日までに知事に提出するものとする。 

(1) 第６号様式による実績報告書 



 （補助金の交付額） 

第２４条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額以内で知事が定める額とす

る。 

２ 特定課題系統について、第１０条の補助金の交付の申請があった場合において、次の各号に掲げ

る事項のいずれかに該当すると認められるときは、第１２条中「１／２」を「１／３」と読み替えて

適用する。 

(1) 当該特定課題系統の選定の日から３年を経過した日が属する補助対象期間の翌補助対象期間の

末日までの間に第１９条第４項の承認を得られないとき。 

(2) 前号の期間において承認を受けた改善計画の取組が実施されていないとき。 

 （準用規定） 

第２５条 第１３条から第１７条までの規定は、本章の補助について準用する。 

 

   附 則 （平成１３年１１月３０日交第９９号） 

１ この要領は、平成１３年度から適用する 

  ただし、平成１３年度の補助対象期間のうち、平成１２年１０月１日から平成１３年３月３１日

までの期間については「栃木県バス路線維持費補助金交付要領」に基づいて補助するものとする。 

２ 平成１３年度において、補助金交付申請に係る第７条及び第１４条中「１１月１５日まで」とある

のは「１２月１８日まで」とする。 

 

   附 則 （平成１４年９月１９日交第６９号） 

 この要領は、平成１４年度から適用する。 

 

   附 則 （平成１５年１０月２１日交第１０２号） 

 この要領は、平成１５年度から適用する。 

 

   附 則 （平成１６年９月１６日交第８８号） 

 この要領は、平成１６年度から適用する。 

 

   附 則 （平成１７年７月２１日交第７５号） 

 この要領は、平成１７年度から適用する。 

 

   附 則 （平成１８年６月２６日交第５３号） 

 この要領は、平成１８年度から適用する。 

 

   附 則 （平成１９年７月１０日交政第１２８号） 

１ この要領は、平成１９年度から適用する。 

 

   附 則 （平成２１年３月２７日交政第２３７号） 

 この要領は、平成２１年度から適用する。 

 

   附 則 （平成２２年３月２６日） 

 この要領は、平成２２年４月１日から適用する。 

 



   附 則 （平成２３年４月１日） 

１ この要領は、平成２３年４月１日から適用する。 

２ この要領は、平成２５年度分限り、その効力を失う。 

 

   附 則 （平成２３年６月１日） 

１ この要領は、平成２３年６月１日から適用する。ただし、平成２３年度分の補助金については、な

お従前の例による。 

 

   附 則 （平成２５年４月１日） 

 この要領は、平成２６年度分の補助金から適用する。 

 

   附 則 （平成２６年３月２８日） 

１ この要領は、平成２７年度分の補助金から適用し、平成２６年度分の補助金については、なお従前

の例による。 

２ この要領は、平成３０年度分限り、その効力を失う。 

 

   附 則 （平成３０年６月１２日） 

１ この要領は、平成３１年度分の補助金から適用し、平成３０年度分の補助金については、なお従前

の例による。 

２ この要領は、平成３３年度分限り、その効力を失う。 

 
  附 則 （令和３年３月１０日） 

令和２年度分の補助金におけるこの要領の適用については、以下のとおりとする。 

(1) 令和元年度にこの補助金又は栃木県生活バス路線維持費補助金の交付決定を受けた系統につ

いては、第６条第２号及び第３号の規定は、適用しない。 

(2) 令和元年度にこの補助金又は栃木県生活バス路線維持費補助金の交付決定を受け、かつ、同年

度の平均乗車密度が５人以上であった系統については、第８条第２項の規定は、適用しない。 

(3)  第 10 条の規定の適用については、「補助金の交付を受けようとする会計年度の 11 月 20 日」

とあるのは、「知事が定める日」とする。 

 

   附 則 （令和３年９月３０日） 

１ この要領は、令和４年度分の補助金から適用する。 

２ この要領は、令和６年度分限り、その効力を失う。 

 

   附 則 （令和４年３月８日） 

令和３年度分の補助金におけるこの要領の適用については、以下のとおりとする。 

(1) 令和元年度にこの補助金又は栃木県生活バス路線維持費補助金の交付決定を受けた系統につ

いては、第６条第２号及び第３号の規定は、適用しない。 

(2) 令和元年度にこの補助金又は栃木県生活バス路線維持費補助金の交付決定を受け、かつ、同年

度の平均乗車密度が５人以上であった系統については、第８条第２項の規定は、適用しない。 

(3)  第 10 条の規定の適用については、「補助金の交付を受けようとする会計年度の 11 月 20 日」

とあるのは、「知事が定める日」とする。 

 



附 則 （令和５年３月１５日） 

令和４年度分の補助金におけるこの要領の適用については、以下のとおりとする。 

(1) 令和元年度にこの補助金又は栃木県生活バス路線維持費補助金の交付決定を受けた系統につ

いては、第６条第２号及び第３号の規定は、適用しない。 

(2) 令和元年度にこの補助金又は栃木県生活バス路線維持費補助金の交付決定を受け、かつ、同年

度の平均乗車密度が５人以上であった系統については、第８条第２項の規定は、適用しない。 

(3)  第 10 条の規定の適用については、「補助金の交付を受けようとする会計年度の 11 月 20 日」

とあるのは、「知事が定める日」とする。 

 

   附 則 （令和６年３月１９日） 

令和５年度分の補助金におけるこの要領の適用については、以下のとおりとする。 

(1) 令和元年度にこの補助金又は栃木県生活バス路線維持費補助金の交付決定を受けた系統につ

いては、第６条第２号及び第３号の規定は、適用しない。 

(2) 令和元年度にこの補助金又は栃木県生活バス路線維持費補助金の交付決定を受け、かつ、同年

度の平均乗車密度が５人以上であった系統については、第８条第２項の規定は、適用しない。 

(3) 第 10 条の規定の適用については、「補助金の交付を受けようとする会計年度の 11 月 20 日」

とあるのは、「知事が定める日」とする。 

 

   附 則 （令和６年７月２３日） 

１ この要領は令和７年度の補助金から適用し、令和６年度の補助金については、なお従前の例に

よる。 

２ この要領は、令和１０年度限り、その効力を失う。 

 



栃木県生活バス路線維持費補助金交付要領 

 

第１章 総則 

 

 （趣旨） 

第１条 県は、県民の日常生活上必要な交通手段としての県内の乗合バス路線の維持確保を図るため、

県と関係市町村との役割分担に基づき、関係市町村と協調して栃木県生活バス路線維持費補助金（以

下「補助金」という。）を交付するものとし、当該補助金については、栃木県補助金等交付規則（昭

和３６年栃木県規則第３３号。以下「規則」という。）及び補助金等の名称等を定める告示（昭和４

７年栃木県告示第３５４号。以下「告示」という。）に規定するもののほか、この要領の定めるとこ

ろによる。 

  （定義） 

第２条  この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 乗合バス事業者 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イの一般乗合旅客自

動車運送事業を経営する者をいう。 

(2) 協議会 地域における生活交通の確保のため県が主体となり、関東運輸局、市町村及び関係事

業者等の構成員によって設置された栃木県生活交通対策協議会をいう。 

(3) 国庫補助金交付要綱 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（平成２３年３月３０

日国総計第９７号、国鉄財第３６８号、国鉄業第１０２号、国自旅第２４０号、国海内第１４９

号、国空環第１０３号）をいう。 

(4) 生活バス路線 協議会において地域住民の生活に必要な系統であるかどうか及び関係市町村と

当該系統を運行する乗合バス事業者との適切な協力関係に基づき運行されるかどうかについて、

知事及び関係市町村長の意見を聴いた上で、地域住民の生活に必要な旅客自動車輸送の確保のた

めに、維持・確保が必要と認められ、知事が指定したものをいう。ただし、次に掲げるすべての要

件を満たすものに限る。 

ア 次のいずれにも該当しないもの 

(ｱ) 単一の市町村内を運行する系統であって、鉄道駅と広域拠点施設（総合病院、高等学校、大

学及び大規模商業施設等をいう。）を連絡する系統でないもの（国庫補助金交付要綱第７条に

より策定する生活交通ネットワーク計画（当該計画に代えて策定される地域間幹線系統確保

維持改善計画を含む。）に含まれるものを除く。） 

(ｲ) 高速バス、急行バス、季節運行又は定期観光等の系統 

(ｳ) 市町村等からの委託を受けて運行する系統 

イ 他の公共交通との接続等公共交通ネットワークに配慮した系統 

ウ 地域住民の需要に応じた運行を行う系統 

エ 路線の新規運行又は変更に当たり、協議会に事前照会しているもの 

(5) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度（財政法（昭和２２年法律第３４号）

第１１条に規定する会計年度をいう。以下同じ。）の９月３０日を末日とする１年間をいう。 

(6) 特定課題系統 協議会において、生活バス路線であって次に掲げる事項に該当するもののうち、

補助金の交付実績等を勘案して、優先的に改善すべき系統と認められ、知事が選定したものをい

う。 

ア 系統延長がおおむね２０キロメートルを超えるもの 

イ １日当たりの運行回数がおおむね３回以上のもの 

ウ その他協議会が必要と認めたもの 
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(7) 改善計画 乗合バス事業者が特定課題系統の見直し、改善の取組を行うに当たって、運行の効

率化を図るために利用者ニーズを踏まえて策定する計画をいう。 

(8) 地域キロ当たり標準経常費用 乗合バス事業の運賃原価算定基準により算定された補助金の交

付を受けようとする会計年度の前年度における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される地方

民営乗合バス事業者の北関東ブロック（国庫補助金交付要綱別表１に定める補助ブロックのうち

栃木県が含まれるブロックをいう。）における実車走行キロ１キロメートル当たりの標準経常費

用（この号において「地域実績キロ当たり標準経常費用」という。）を基礎として、過去３年間を

平均して得られた額をいう。 

(9) 乗合バス事業者キロ当たり経常費用 補助対象期間の乗合バス事業の経常費用を補助対象期間

の実車走行キロ数で除した１キロメートル当たりの経常費用をいう。 

(10) キロ当たり補助対象経常費用 第８号の地域キロ当たり標準経常費用と前号の乗合バス事業

者キロ当たり経常費用とを比較し、いずれか少ない方の額をいう。 

(11) 補助対象経常費用 前号のキロ当たり補助対象経常費用の額に補助対象系統の実車走行キロ

数を乗じて得た額をいう。 

(12) 特定課題系統キロ当たり経常収益 補助対象期間の特定課題系統の経常収益を補助対象期間

の実車走行キロ数で除した１キロメートル当たりの経常収益をいう。 

(13) 特定課題系統キロ当たり欠損額 乗合バス事業者キロ当たり経常費用から特定課題系統キロ

当たり経常収益を控除した額をいう。 

 （生活バス路線の指定） 

第３条 生活バス路線の指定を受けようとする乗合バス事業者は、第１号様式による指定申請書に所

定の書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の７月２０日までに、知事に

提出するものとする。 

２ 生活バス路線の指定の変更をしようとする乗合バス事業者は、随時、第１号の２様式による生活

バス路線指定変更申請書を提出するものとする。 

３ 知事は前２項の規定による申請が行われた場合において、当該申請に係る内容が適切であると認

められるときは、生活バス路線の指定又は指定の変更（以下「指定等」という。）を行い、第２号様

式によりその旨を通知するものとする。 

 （生活バス路線の運行計画の作成等） 

第４条 前条第１項の申請をする乗合バス事業者は、指定を受けようとする期間に係る当該系統の運

行計画を作成し、知事に提出しなければならない。同条第２項により指定の変更をしようとすると

きも、同様とする。 

２ 前条第３項の指定等を受けた乗合バス事業者は、前項の運行計画に記載された運行を実施しなけ

ればならない。 

 （生活バス路線の指定の取消し） 

第５条 知事は、第３条第３項の指定等を行った生活バス路線について、次に掲げる事項のいずれか

に該当すると認めるときは、当該指定等を取り消すことができる。 

(1) 生活バス路線の要件に該当しなくなったとき。 

(2) 前条第１項の運行計画に基づく運行を実施しなかったとき。ただし、天災その他やむを得ない

事情がある場合にはこの限りではない。 

(3) その他生活バス路線として不適切であると認められるとき。 

２ 関係市町村長又は当該系統を運行する乗合バス事業者は、知事に対し、前項の生活バス路線につ

いて、同項各号のいずれかに該当する旨を申し出ることができる。 

 



第２章 生活バス路線維持費補助金 

 

 （補助対象系統） 

第６条 補助対象系統は、生活バス路線のうち、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。 

(1) 栃木県バス運行対策費補助金交付要領（平成１３年１１月３０日交第９９号）の補助対象外の

もの 

(2) １日当たりの運行回数が１０回以下のもの 

(3) 平均乗車密度が２人以上１５人以下のもの 

(4) 補助対象期間に当該系統の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該路線の補助対象経常

費用に達していないもの 

(5) 経常収益が補助対象経常費用の１１／２０以上の系統又は、経常収益が補助対象経常費用の１

１／２０に満たない系統で、市町村が補助することにより経常収益並びに市町村の補助額の合計

額が補助対象経常費用の１１／２０に相当する額に達するもの 

 （補助対象事業者） 

第７条 補助対象事業者は、栃木県内で生活バス路線を運行する乗合バス事業者とする。 

 （補助対象経費の額） 

第８条  補助対象経費の額は、補助対象経常費用と経常収益との差額とする。ただし、補助対象経常費

用の９／２０に相当する額を限度とする。また、他の運行系統との競合区間の合計が５０％以上の

生活バス路線であって、当該競合運行系統の輸送量の和が１日当たり１５０人を超えるものに係る

補助対象経費の額は、次式により計算された額とする。 

   当該生活バス路線の補助対象経常費用と経常収益との差額× 

                      当該生活バス路線の総キロ程－競合区間に係るキロ程  

当該生活バス路線の総キロ程 

 （補助対象系統の要件成否の決定） 

第９条 補助対象系統の要件成否は、当該補助対象期間の末日における状態に応じて決定するものと

する。 

 （補助金の交付の申請） 

第１０条 補助金の交付を受けようとする者は、第３号様式による栃木県生活バス路線維持費補助金

交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の１１月２

０日までに知事に提出するものとする。 

(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則（昭和３９年運輸省令第２１号）第２条第

２項の事業報告書及びこれに関連する必要な事項を記載した書類 

(2) 第３号の２様式による補助対象期間に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表（補助

対象系統に係るものに限る。） 

(3) 第４号様式による事業評価結果シート 

 （事業評価の実施） 

第１１条 前条の申請をする乗合バス事業者は、申請系統の補助対象期間における運行状況等につい

て評価を行い、第４号様式による事業評価結果シートを知事に提出しなければならない。 

 （補助金の交付額） 

第１２条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の１／２に相当する額以内で知

事が定める額とする。ただし、単一の市町村内を運行する系統のうち平均乗車密度が５人未満の系

統の補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の１／２に相当する額に、当該平均乗

車密度を５で除した数値を乗じた額以内の額で、知事が定める額とする。なお、県と協調して関係市



町村が補助する額（第６条第５号の額を除く。）を上限とする。 

 （補助金の交付の決定及び額の確定等） 

第１３条 知事は、第１０条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、

補助金の交付の決定及び額の確定を行い、すみやかに当該申請者にその旨を通知する。 

 （補助金の交付の周知） 

第１４条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金交付系統を運行する車内に県及び市町村

からの補助を受けている旨の掲示をしなければならない。 

 （補助金の経理等） 

第１５条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に

区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。 

２ 乗合バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を、補助金の交付を受けた日の

属する会計年度の終了後５年間保存しておくものとする。 

 （補助金の交付の取り消し及び返還） 

第１６条 知事は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた

ときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若し

くは一部の返還を命ずることができる。 

(1) この要領の規定に違反したとき。 

(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。 

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。 

 （適用除外） 

第１７条 規則第１１条から第１５条までの規定は適用除外とする。 

 

第３章 特定課題系統に係る特例 

 

 （特定課題系統の選定） 

第１８条 知事は、協議会の協議結果を踏まえて、特定課題系統を選定し、当該系統を運行する乗合バ

ス事業者にその旨を通知するものとする。 

２ 特定課題系統の選定は、１回の選定において１乗合バス事業者につき１系統を原則とする。 

３ 知事は、第１項の選定を行った日が属する会計年度から起算して３年間は、同一事業者が運行す

る他の系統について特定課題系統の選定を行わないものとする。 

 （改善計画の承認） 

第１９条 特定課題系統を運行する乗合バス事業者は、当該特定課題系統の見直し、改善の取組等を

記載した改善計画を策定し、知事の承認を受けなければならない。 

２ 前項の承認を受けようとする乗合バス事業者は、第５号様式による改善計画承認申請書に第５号

の２様式による改善計画書を添付して、当該改善計画に基づく見直し、改善の取組を開始する日が

属する補助対象期間の直前の４月末日までに、知事に提出するものとする。 

３ 第１項の改善計画の変更をしようとする乗合バス事業者は、第５号の３様式による改善計画変更

申請書を知事に提出するものとする。 

４ 知事は、前２項の規定による申請が行われた場合に、当該申請に係る内容が次に掲げる事項を勘

案して適当であると認められるときは、協議会の協議結果を踏まえて、計画又は変更の承認を行い、

その旨を通知するものとする。 

(1) 計画に記載した取組内容の妥当性 

(2) 収支目標の適切性 



５ 乗合バス事業者は、前項の承認を受けた改善計画の取組を実施しなければならない。 

 （インセンティブ補助金） 

第２０条 特定課題系統については、前章の補助金のほか、インセンティブ補助金を交付することと

する。 

２ 前項の補助対象系統は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 

(1) 前条に規定する改善計画の承認を受けること。 

(2) 承認を受けた改善計画の取組を実施すること。 

(3) 承認を受けた改善計画の収支目標を達成すること。 

(4) 特定課題系統キロ当たり欠損額が基準期間（改善計画の取組を開始した日の属する補助対象期

間の前補助対象期間をいう。以下同じ。）の特定課題系統キロ当たり欠損額を下回ること。 

 （補助対象事業者） 

第２１条 補助対象事業者は、前条第２項に該当する特定課題系統を運行する乗合バス事業者とする。 

 （補助対象経費の額） 

第２２条 補助対象経費の額は、次の各号に掲げる式により得られた額とする。ただし、第２号の規定

は、乗合バス事業者キロ当たり経常費用が地域キロ当たり標準経常費用を下回っている場合に適用

する。 

(1) ｛（特定課題系統キロ当たり経常収益－基準期間における特定課題系統キロ当たり経常収益）

＋（基準期間におけるキロ当たり補助対象経常費用－キロ当たり補助対象経常費用）｝×実車走行

キロ×２０％ 

(2) （地域キロ当たり標準経常費用－乗合バス事業者キロ当たり経常費用）×実車走行キロ×１０％ 

２ 第８条また書の規定は、前項の補助対象経費の額について準用する。 

３ 第１項の規定は、改善計画に基づく見直し、改善の取組を開始する日が属する補助対象期間に係

る補助金の交付を受けようとする会計年度から起算して３年間に限り適用する。 

 （補助金の交付の申請） 

第２３条 補助金の交付を受けようとする者は、第１０条の規定によるほか、次に掲げる書類を補助

金の交付を受けようとする会計年度の１１月２０日までに知事に提出するものとする。 

(1) 第６号様式による実績報告書 

 （補助金の交付額） 

第２４条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額以内で知事が定める額とす

る。なお、第１２条ただし書の規定は、本項の補助金の交付額について準用する。 

２ 特定課題系統について、第１０条第１項の補助金の交付の申請があった場合において、次の各号

に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるときは、第１２条中「１／２」を「１／３」と読み

替えて適用する。 

(1) 当該特定課題系統の選定の日から３年を経過した日が属する補助対象期間の翌補助対象期間の

末日までの間に第１９条第４項の承認を得られないとき。 

(2) 前号の期間において承認を受けた改善計画の取組が実施されていないとき。 

 （準用規定） 

第２５条 第１３条から第１７条までの規定は、本章の補助について準用する。 

 

     附 則 （平成１４年３月１２日交第１５３号） 

１ この要領は、平成１３年度分の補助金から適用する。ただし、平成１３年度の補助対象期間は、

平成１３年４月１日から平成１３年９月  ３０日までの６か月間とする。 

２ 平成１３年度については、第６条中「１１月１５日まで」とあるのは「３月２７日まで」とする。 



３ 平成１３年度については、第９条中「会計年度の２月２０日まで」とあるのは「平成１４年４月１

５日まで」とする。 

４ この要領は、３年後に見直しを行うものとする。 

５ この要領は、平成２５年度分限り、その効力を失う。 

 

   附 則 （平成１９年３月２９日交第２０９号） 

１ この要領は、平成１９年度分の補助金から適用する。 

２ この要領は、平成２２年度分限り、その効力を失う。 

 

   附 則 （平成２１年３月２７日交政第２３８号） 

１ この要領は、平成２１年度分の補助金から適用する。 

 

   附 則 （平成２２年４月２１日） 

１ この要領は、平成２３年度分の補助金から適用する。 

 

   附 則 （平成２３年９月１２日） 

１ この要領は、平成２３年度分の補助金から適用する。 

 

   附 則 （平成２５年４月１日） 

 この要領は、平成２６年度分の補助金から適用する。 

 

   附 則 （平成２６年３月２８日） 

１ この要領は、平成２７年度分の補助金から適用し、平成２６年度分の補助金については、なお従前

の例による。 

２ この要領は、平成３０年度分限り、その効力を失う。 

 

   附 則 （平成３０年６月１２日） 

１ この要領は、平成３１年度分の補助金から適用し、平成３０年度分の補助金については、なお従前

の例による。 

２ この要領は、平成３３年度分限り、その効力を失う。 

 
附 則 （令和３年３月１０日） 

令和２年度分の補助金におけるこの要領の適用については、以下のとおりとする。 

(1) 令和元年度にこの補助金又は栃木県バス運行対策費補助金の交付を受けた系統については、

第６条第３号の規定は、適用しない。 

(2) 第 10 条の規定の適用については、「補助金の交付を受けようとする会計年度の 11 月 20 日」

とあるのは、「知事が定める日」とする。 

(3) 令和元年度にこの補助金又は栃木県バス運行対策費補助金の交付を受け、かつ、同年度の平均

乗車密度が５人以上であった系統については、第 12 条ただし書の規定は、適用しない。 

 

   附 則 （令和３年９月３０日） 

１ この要領は、令和４年度分の補助金から適用する。 

２ この要領は、令和６年度分限り、その効力を失う。 



附 則 （令和４年３月８日） 

令和３年度分の補助金におけるこの要領の適用については、以下のとおりとする。 

(1) 令和元年度にこの補助金又は栃木県バス運行対策費補助金の交付を受けた系統については、

第６条第３号の規定は、適用しない。 

(2) 第 10 条の規定の適用については、「補助金の交付を受けようとする会計年度の 11 月 20 日」

とあるのは、「知事が定める日」とする。 

(3) 令和元年度にこの補助金又は栃木県バス運行対策費補助金の交付を受け、かつ、同年度の平均

乗車密度が５人以上であった系統については、第 12 条ただし書の規定は、適用しない。 

 

附 則 （令和５年３月１５日） 

令和４年度分の補助金におけるこの要領の適用については、以下のとおりとする。 

(1) 令和元年度にこの補助金又は栃木県バス運行対策費補助金の交付を受けた系統については、

第６条第３号の規定は、適用しない。 

(2) 第 10 条の規定の適用については、「補助金の交付を受けようとする会計年度の 11 月 20 日」

とあるのは、「知事が定める日」とする。 

(3) 令和元年度にこの補助金又は栃木県バス運行対策費補助金の交付を受け、かつ、同年度の平均

乗車密度が５人以上であった系統については、第 12 条ただし書の規定は、適用しない。 

 

附 則 （令和６年３月１９日） 

令和５年度分の補助金におけるこの要領の適用については、以下のとおりとする。 

(1) 令和元年度にこの補助金又は栃木県バス運行対策費補助金の交付を受けた系統については、

第６条第３号の規定は、適用しない。 

(2) 第 10 条の規定の適用については、「補助金の交付を受けようとする会計年度の 11 月 20 日」

とあるのは、「知事が定める日」とする。 

(3) 令和元年度にこの補助金又は栃木県バス運行対策費補助金の交付を受け、かつ、同年度の平均

乗車密度が５人以上であった系統については、第 12 条ただし書の規定は、適用しない。 

 

   附 則 （令和６年７月２３日） 

１ この要領は令和７年度の補助金から適用し、令和６年度の補助金については、なお従前の例に

よる。 

２ この要領は、令和１０年度限り、その効力を失う。 

 


